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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

薩
摩
藩
大
隅
国
高
山
郷
の
守
屋
家
に
つ
い
て
は
、
今
迄
種
々
の
角
度
か
ら

履
々
窺
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
が
数
年
来
此
の
家
の
研
究
を
続
け

て
い
る
の
は
、
薩
摩
藩
と
い
う
き
わ
め
て
特
徴
あ
る
藩
の
領
域
内
で
あ
る
こ

と
に
も
勿
論
興
味
は
あ
る
が
、
私
の
関
心
の
中
心
は
必
ず
し
も
薩
摩
藩
農
村

史
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
我
が
国
に
お
け
る
「
家
」
の
社
会
経
済

生
活
の
歴
史
的
特
質
、
こ
と
に
労
働
組
織
の
あ
り
方
、
労
働
関
係
を
基
礎
づ

(1) 

け
る
家
と
家
の
諸
関
係
の
歴
史
的
研
究
に
あ
る
わ
け
で
、
守
屋
家
と
い
う
西

南
辺
境
地
域
に
お
け
る
一
個
の
上
層
郷
士
1
1
微
小
領
主
1
1
手
作
地
主
の
家
に

秀

村

選

薩
摩
藩
に
芸
け
る

上
層
郷
士
の
一
考
察

ー
大
隅
国
高
山
郷
守
屋
家
と
社
家
組
織

六

と
こ
ろ
で
守
屋
家
の
場
合
、
さ
き
に
そ
の
労
働
組
織
を
考
察
し
た
際
に
も

(2) 

見
た
如
く
、
守
屋
家
の
も
つ
社
家
頭
取
〔
四
十
九
所
大
明
神
の
正
祝
1
1
社
司
〕

に
編
み
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
そ
れ
だ

け
で
な
く
守
屋
家
と
社
家
の
生
活
諸
蘭
連
は
き
わ
め
て
密
接
で
あ
っ
た
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
薩
摩
藩
郷
士
と
し
て
は
必
ず
し
も
一
般
的

第
三
十
四
巻

第
三
号

と
い
う
性
格
か
ら
、
そ
の
支
配
下
の
社
家
〔
社
人
〕
が
同
家
の
労
働
組
織

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

代
の
社
会
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
決
し
て
個
々
に
滸
離
・
独
立
し
た
も
の
で

考
察
す
る
こ
と
は
今
日
と
く
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
は
前
近

ず
、
今
日
の
研
究
段
階
で
さ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
真
に
拠
る
べ

き
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
た
と
え
地
域
・
年
代

は
限
定
さ
れ
よ
う
と
も
、
史
料
に
即
し
て
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
解
明
す
る

こ
と
、
こ
と
に
そ
の
地
域
・
村
落
・
家
の
生
活
を
出
来
る
だ
け
、
全
体
的
に

か
な
地
方
史
研
究
（
こ
と
に
社
会
経
済
史
的
研
究
）
の
展
開
に
も
か
か
わ
ら

め
て
限
界
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
の
一
見
華
や

も
っ
と
も
単
な
る
一
地
域
、
限
ら
れ
た
年
代
の
微
視
的
研
究
に
は
、
き
わ

資

料

た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

光
を
あ
て
な
が
ら
、
そ
の
家
に
集
約
さ
れ
る
地
域
の
歴
史
的
特
質
を
解
明
し



事
例
で
は
な
い
が
、

も
う
の
で
あ
る
。

『
四
十
九
所
大
明
神
領

高
拾
弐
石

神
主

守

屋

和

泉

守

高
山
居
付
五
十
歳

し
か
し
我
が
国
村
落
の
上
層
家
格
の
家
に
は
宗
教
的

〔
司
祭
者
的
〗
権
威
を
附
着
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
藤
々
で
あ
る
か
ら
、
か
か

る
面
か
ら
家
と
家
の
関
係
や
、
労
働
組
織
を
考
察
す
る
こ
と
も
等
閑
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
小
稿
で
は
守
屋
家
を
中
心
と
す
る
社
家
組
織
を
考
察

し
、
同
家
の
全
体
均
考
察
を
す
る
た
め
の
―
つ
の
基
礎
を
準
備
し
た
い
と
お

註
(
1
)
秀
村
「
労
働
史
の
一
課
題
」
（
『
経
済
学
研
究
』
第
二
六
巻
五
•
六

合
併
号
）
参
照
。

(

2

)

秀
村
「
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
士
の
労
働
組
織
」
（
『
近
世
日
本

の
径
済
と
社
会
』
有
斐
閣
刊
、
所
収
）
一
一
．
三
五
、
三
四

0
ー
ニ
、
三

四
五
頁
。

守
屋
家
は
中
世
の
豪
族
肝
付
氏
の
崇
敬
深
か
っ
た
大
隅
国
高
山
郷
の
四
十

(
1
)
 

九
所
大
明
神
に
仕
え
た
社
家
で
、
近
世
で
は
「
寛
永
十
年
癸
酉
高
山
衆
中
帳

写
」
の
「
一
ケ
所
衆
」
の
中
に

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

串
良
ョ
リ
高
山
ヱ
罷
移
リ
、
高
山
ョ
リ
串
良
神
主
モ
被
相
勤
タ
ル
由
串

山
ノ
御
仮
屋
ヲ
御
給
リ
、
高
山
四
十
九
所
ノ
神
主
屋
敷
ヱ
普
請
致
シ
、

ル
支
二
十
代
、
其
―
-
＋
代
目
ノ
守
犀
和
泉
守
重
頼
代
二
肝
付
殿
ヨ
リ
松

串
良
両
所
の
神
主
を
勤
め
、
和
泉
守
盃
頼
（
慶
長
八
年
歿
）
の
代
に
高

〔
補
説
〕

守
属
家
の
宝
暦
年
間
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
同
家
は
代
々
高
山

主
と
し
て
此
の
時
期
を
中
心
に
社
家
組
織
を
考
察
し
た
い
と
お
も
う
。

第
三
十
四
巻

第
三
号

と
見
え
、
以
後
窟
末
に
至
っ
て
お
り
、
史
料
の
不
足
の
た
め
古
い
時
代
は
分

ら
な
い
が
、
少
く
と
も
近
世
中
期
の
当
主
、
舎
人
良
国
か
ら
は
代
々
号
頭
・

郷
士
年
寄
を
勤
め
、
ま
た
お
そ
く
と
も
そ
の
子
弾
正
良
易
か
ら
は
「
宗
廟
四

(
3
)
 

十
九
所
大
明
神
社
家
頭
取
」
を
勤
め
た
。
弾
正
の
子
が
舎
人
重
甕
で
、
舎
人

の
時
代
に
つ
い
て
は
史
料
が
相
当
に
盪
富
で
あ
る
の
で
（
文
政
末
年
以
降
）
、

山
に
移
り
、
肝
付
氏
滅
亡
後
串
良
に
は
神
主
家
が
別
立
に
な
り
、
守
屋
家

は
高
山
郷
の
神
主
の
み
を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
す
な
わ
ち

『
一
、
吾
先
祖
代
々
高
山
・
串
良
両
所
ノ
神
主
相
勅
、
串
良
有
里
村
二
住
ス

伝
候
…
•
•
•

一
、
前
之
通
、
和
泉
菫
頼
以
前
十
九
代
有
里
村
十
五
社
大
明
神
神
主
屋
敷

ヱ
居
住
致
、
十
九
代
ノ
墓
所
石
塔
モ
右
屋
敷
ヱ
有
之
候
処
二
、
前
二
神

二

十

歳

同

民

部

左

衛

門

」

六
四

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

さ
て
守
足
家
が
慶
応
四
年
に
支
配
1
1

「
格
護
」
せ
る
神
社
は
第

1
表
の
通

傍
証
の
史
料
を
欠
く
が
、

主
屋
敷
田
開
キ
ニ
相
成
候
節
、
祖
父
代
ニ
テ
モ
有
之
侯
力
、
右
ノ
墓
石

一
代
二
石
塔
一
ツ
宛
、
高
山
新
留
村
之
内
釈
迦
堂
二
持
越
被
立
置
、
以

上
石
塔
廿
一
御
座
候
内
、

一
、
前
之
通
、
先
祖
代
々
高
山
・
串
良
両
所
神
主
役
被
相
勤
候
処
二
、
肝

侯
…
…
』
（
宝
暦
十
二
年
霜
月
「
守
屋
家
申
伝
案
考
記
」
、
守
屋
雄
次
郎

家
文
書
）
。

一
応
注
目
す
べ
き
伝
承
と
し
て
記
し
て
置
く
。

り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
四
十
九
所
大
明
神
の
ほ
か
は
、
す
べ
て
小
社
で
あ
る

ほ
う
ぎ
り

が
、
各
村
各
方
限
の
結
合
の
中
心
と
な
る
神
々
で
あ
り
、
そ
の
日
常
の
祭
祀

は
夫
々
の
地
域
の
名
頭
層
1
1
在
郷
社
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

で

ぐ

し

が
、
所
謂
「
代
宮
司
」
1
1
「
田
舎
社
人
」
の
居
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
の
主
要

な
祭
日
に
は
守
犀
家
よ
り
四
十
九
所
の
社
人
を
召
連
れ
て
行
き
祭
事
を
営
ん

リ
払
除
番
被
申
付
置
候
処
二
、
右
ノ
左
京
ヱ
神
職
被
仰
付
タ
ル
由
申
伝

旨
、
旧
記
二
有
之
候
、
其
時
分
マ
カ
ケ
村
ノ
左
京
卜
申
者
ヱ
吾
先
祖
ヨ

付
殿
落
城
以
後
、
串
良
地
頭
佐
多
越
後
殿
代
二
、
神
職
別
家
二
被
相
立

有
之
候
、
今
ノ
神
官
宮
地
河
内
住
処
ハ
新
屋
敷
二
而
候
、

ノ
見
立
石
卜
申
伝
侯
、
上
代
十
五
社
神
主
屋
敷
ハ
十
五
社
鳥
居
ノ
前

―
ッ
ハ
高
山
ヱ
被
罷
移
候
重
頼
・
重
時
父
子

六
五

家
の
内
神
祭
（
ウ
ッ
ガ
ン
サ
ー
マ
ツ
ィ
）
に
招
か
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

だ
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
社
家
頭
取
ー
ー
社
人
（
社
人
中
）
を
以
っ
て
す
る

祭
祀
は
薩
摩
藩
に
お
い
て
社
家
組
織
が
整
備
さ
わ
る
に
従
い
、
各
村
落
・
方

限
に
も
浸
透
し
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
や
過
程
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
藩
政
史
は
か
か
る
面
も
今
後
明
ら
か
に
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
「
守
屋
舎
人
日
帳
」
に
よ
っ
て
、
高
山
郷
の
年
間
の
主
要
な
祭
祀

を
表
示
す
れ
ば
第
2
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
社
人
中
が
舎
人
の
屋

敷
に
集
り
、
直
会
の
後
、
社
参
・
御
神
楽
と
い
う
記
事
に
は
頻
繁
に
接
す
る

し
、
祈
疇
（
疫
痰
退
散
・
風
鎮
．
雨
乞
・
牛
馬
祈
疇
な
ど
）
、
祓
（
千
座
御

祓
）
・
御
神
楽
（
火
離
消
除
の
御
神
楽
・
藩
主
の
「
御
下
国
二
付
人
馬
立

祀
は
藩
の
郷
村
支
配
・
統
治
と
密
着
し
て
い
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な

(5) 

ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
例
年
九
月
末
ー
十
一
月
（
と
く
に
十
一
月
）
は
郷
士
各

註
(

1

)

『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
、
八
ニ
―
頁
、
『
三
国
名
勝
図
絵
』
下
巻
、

八
三
頁
、
『
高
山
郷
土
誌
』
九
四
一
—
六
頁
参
照
。

(

2

)

二
階
堂
（
進
）
家
文
書
〔
明
治
三
年
庚
午
神
無
月
写
〕
。
比
較
的
近

年
の
写
本
で
あ
る
が
内
容
の
信
頼
度
は
高
い
と
お
も
わ
れ
る
。

(

3

)

社
家
頭
取
が
設
け
ら
れ
た
年
代
は
不
明
。
弾
正
良
易
に
つ
い
て
は

第
三
十
四
巻

第
三
号

御
神
楽
」
な
ど
）
の
記
事
も
少
く
な
い
。
宗
廟
（
四
十
九
所
大
明
神
）
の
祭



署
差

造
足

将
お

心
廿

茎
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廿
8
1

裳
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賠
111

十
回

剥
撼

11]
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第
表

神
社

(I
日
神
号
）

神
社

（
新

神
号

）
所

在
地

備
考

四
十

九
所

大
明

神
高

1l1 
神

社
＼

 

川
上

大
明

神
JII 

上
神

社
後

円
村

片
野

寒
水

山
三

所
大

権
現

熊
野

神
社

寒
水

111 
I

 ネ／：司）
II
野

市
正

辰
8
月

被
仰

付
仮

諏
訪

両
大

明
神

諏
訪

神
社

前
田

村
酉

方
（
上
）
本
城
（
下
）
西
方
ニ
ア
リ

西
宮

大
明

神
西

宮
神

社
I
/
 

I/ 
和

泉
田

戸
神

大
明

神
天

万
戸

別
神

社
後

田
村

白
坂

干"
 

所
権

現
宮

下
神

社
宮

下
村

桜
迫

宇
内

五
社

大
明

神
宇

内
五

社
神

社
野

騎
村

宇
内

天
潤

宮
天

満
-,"' ~ 

Aヽ
IJ・

田
村

祗
国

三
社

天
主

［
祗

園
〕

八
坂

神
社

新
留

村
池

之
薗

森
十

三
所

大
明

神
森

之
神

社
野

崎
村

津
曲

｝
守

屋
舎

人
格

護

大
塚

大
明

神
大

塚
大

神
II 

II 
塚

崎

南
嶽

千
五

百
連

諸
神

諸
大

明
神

南
嶽

神
社

（
川

上
社

内
）

坂
元

三
所

権
現

坂
元

神
社

？
 

戸
柱

大
明

神
戸

柱
枠

社
波

見
浦

乙
子

大
明

神
辺

田
神

社
波

見
村

辺
田

稲
荷

大
明

神
稲

荷
神

社
富

山
村

坂
元

小
鷹

大
明

神
小

幽
神

社
波

見
村

白
山

権
現

白
山

比
昨

神
社

串
良

郷
上

小
原

村

比
良

伎
大

明
神

比
良

伎
神

社
前

田
村

合
戦

田

白
万

大
明

神
白

石
神

社
後

田
村

鳥
越

I
 

守
屋

袢
社

守
屋

神
社

（
五

社
馬

場
）

｝
守

屋
常

盤
格

護
天

道
i,闊

大
神

宮
天

照
皇

大
神

宮
野

11裔
村

上
1只

五
紆

大
明

神
御

祉
宮

新
留

村
五

社
馬

場

新
正

八
幡

宮
若

宮
八

,1播
宮

守
屋

掃
部

格
護

〔
備

考
〕

「
守

屋
舎

人
日

帳
」

慶
応

4
年

8
月

1
3
日

条
に

よ
り

作
成

．

library
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第
2 

表

正
I

 3
日

波
見

村
御

神
火

立
4

日
栗

毛
谷

御
神

火
立

7
日

打
植

鍬
祭

，
鬼

返
15

日
（
嘉
永

2
,

4
)
奉

射
2
6
日
（
天
保

12)
彼

岸
祭

月
2
9
日

（
天

保
9
)

初
卯

5
日

（
嘉

永
3
)

彼
岸

祭

5
日

（
天

保
7
)

畠
賃

尉
厚

｝
｝

宇
内

当
番

祭

月
I

 7
日

（
万

延
2
)
,

2
4
日

（
嘉

永
2
)
,

2
5
日

（
安

政
7),

2
7
日

（
嘉

永
5
)

彼
岸

入

三
朔

日
（

嘉
永

2
)

宇
内

当
番

祭
16

日
（

安
政

7
)

川
上

七
夕

祭
3

日
直

会
・

社
参

・
神

楽
月

（
各
年
）

四
5

日
（

天
保

9
)

御
馬

追
二

付
，

神
楽

8
日

（
嘉

永
2
)

天
道

御
祓

月
15

日
（

天
保

9
)
,

御
祓

（
例

年
）

21
日

（
天

保
11)

川
上

祭

五
朔

日
社

参
，

祈
轄

5
日

社
参

月
13

日
（

嘉
永

4
)
,

2
2
日

（
弘

化
4
)
,

2
4
日

（
弘

化
3
)
,

2
6
日

（
天

保
13),

2
8
日

（
嘉

永
3
)

七
夕

祭
［

社
参

後
嶽

に
て
J

六
朔

日
社

参
，

御
祓

2
日

（
天

保
13)

五
社

祭
5

日
（

天
保

14)
川

上
七

夕
祭

18
日

（
安

政
7
)

祗
園

社
祭

月
2
3
日

（
文

久
2
)

池
之

薗
祗

園
社

祭
2
5
日

（
天

保
15)

四
月

七
夕

祭
，

川
上

社
同

断
2
9
日

浜
下

り
（

名
越

）

七
{
 2
6
日

上
諏

訪
（

本
城

）
内

之
祭

2
4
日

（
天

保
12)

諏
訪

内
之

祭
2
7
日

上
諏

訪
正

祭
，

下
諏

訪
内

之
祭

月
2
8
日

下
諏

訪
正

祭

八
朔
日

八
朔

15
日

社
参

，
御

神
楽

（
例

年
）

12
日

（
万

延
2
)

川
上

七
夕

祭

月
｛

｝
詞

（
塁

腐i,l
彼

岸
入

｛
詞

望
雷

旦
喜

悶
，

嶽
七

夕
祭

2
7
日

（
弘

化
3
)

宇
内

当
番

祭

（
例
年
）

2
7
日

（
嘉

永
3
)

川
上

七
夕

祭

2
 ,_, 

3
日

（
嘉

永
2
)
,

5
 ,_, 

6
 (

天
保

12),
3

 ,_, 
4

日
（

嘉
永

3
)
,

9,...,,10 
(
嘉
永

4
)

}
初

卯
祭

5
 ,_, 

6
日

（
天

保
15)

6
 ,_, 

7
日

（
天

保
8
)

}
打

植
祭

握
螢
漿
足
将
芯
心
廿
塵
薬
廿
G
1

聘
絲

撼
11]
十

回
剥

撼
11]
ti伯

K-¥J 



賑
騒
誰
足
碑
芯
心
廿
璽
誠
廿
8
1
拘
絲

瞬
11
十

回
都

撚
liloJt>

-I<< 

九月十月

3
日

（
天

保
9
)

川
上

祭
4

日
（

安
政

6
)
,

6
日

（
天

保
9
)

宇
内

当
番

祭
3

日
（

嘉
永

2
)

天
道

正
祭

4
日

（
弘

化
4
)

七
夕

祭
6

日
（

天
保

15)
七

夕
祭

，
嶽

8
日，

9
日

西
之

宮
，

寒
水

山
祭

10
日

（
安

政
?

)
片

野
祭

9
日

（
安

政
6
)

寒
水

山
，

川
上

内
之

祭
10

日
（

嘉
永

4
)

嶽
正

祭
9

日
（
例
年
）
直
会
，
社
参
，

18
日
四
十
九
所
内
之
祭
，

19
日

阻
十

九
所

日
之

祭
，

鏑
流

馬
2
8
日，

2
9
日

辺
田

祭
礼

2
日

（
寛

永
4
)

天
道

正
祭

2
日，

3
日

（
弘

化
3
)

昇：
汀

［
塁

塁
翌

7
)
l

天
道

祭
｛

胃
三

塁
10

日，
11

日
（

天
保

9
,

 10, 
11, 

12) 

朔
日

（
安

政
?

)
赤

池
指

井
掛

，
社

参
2

日
（

弘
化

5
)

川
上

冬
篭

祭
3

日
（

弘
化

3
'

弘
化

5
)

JIil: 祭
3

日
（

安
政

6
)

前
田

村
役

所
稲

荷
祭

，
重

新
右

エ
門

所
稲

荷
祭

十
，

昇
｝

（
安

政
?

)
重

新
右

エ
門

所
稲

荷
祭

t
且

｝
波

見
村

祭
礼

（
天

保
10

三
所

権
現

，
戸

柱
，

諏
訪

，
白

山
牟

礼
，

荒
珈

之
地

神
例

年
之

道
祭

方
）

ー
7

日
（

天
保

10)
嶽

川
上

祭
，

（
安

政
6
)

嶽
井

瀬
戸

宇
治

祭

§
 ~} 

戸
神

祭
8

日
（

天
保

10)
瀬
戸
宇
治
祭
，

10
日

（
文

保
9
)

嶽
川

上
冬

篭
祭

12
日

（
万

延
2
)

嶽
祭

月
13

日
森

大
明

神
祭

:
 14
日｝

（
冬
篭
祭
）

13
日

（
天

保
12)

波
見

冬
篭

祭

I
 15

日
宇

内
冬

篭
祭

16
日

（
天

保
11,

12), 
17

日
（

天
保

8
)
,

2
0
日
~
2
1
日

（
弘

化
5
'

嘉
永

4
)
,

21
日
~
2
2
日

（
弘

化
3
)

2
2
日
~
2
3
日

（
天

促
10)

2
4
日
（
天
保
？
）

｝
 冬

篭
祭

十
二
月

17
日

（
万

延
2
)
,

19
日

（
弘

化
3
)
,

201
」

（
安

政
？

）
，

地
神

祭
（

守
屋

分
家

ウ
エ

）

C
備

考
J

I. 
「

守
屋

舎
人

日
帳

」
に

よ
り

作
成

.
2. 

毎
年

日
帳

に
見

え
る

も
の

は
年

度
を

示
さ

ず
，

或
る

年
度

の
み

に
見

え
て

も
「

例
年

之
通

」
と

あ
る

も
の

は
（

例
年

）
と

し
た

.
3. 

年
度

に
よ

り
日

が
異

る
の

は
（

）
内

に
年

度
を

示
し

た
．
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

社
家
頭
取
は
郷
内
の
社
家
を
支
配
し
、
高
山
郷
で
は
社
家
は
古
来
廿
四
家

『
私
事
愛
元
宗
廟
四
十
九
所
大
明
神
社
家
頭
取
勤
居
申
侯
処
…
…
』

と
あ
り
（
文
化
四
年
「
守
屋
弾
正
日
帳
」
）
。

(

4

)

た
と
え
ば
「
守
屋
舎
人
日
帳
」
に
『
九
ツ
時
分
か
川
上
祭
と
し
て

差
越
候
、
上
田
数
馬
井
河
野
多
仲
・
有
馬
け
さ
一
ー
一
・
児
玉
仲
助
・

鎌
田
次
郎
・
有
馬
太
郎
•
田
中
平
之
進
二
而
候
…
…
』
（
天
保
九
年

戌
九
月
三
日
）
〔
上
記
の
人
名
は
す
べ
て
社
人
で
あ
る
〕
。
『
森
大
明

神
祭
と
し
て
九
ツ
過
時
分
行
候
、
外
社
人
七
人
二
而
候
、
尤
神
楽
壱

ツ
有
之
候
、
夜
入
侯
而
罷
帰
候
事
』
（
天
保
十
年
亥
十
一
月
十
三
日
）
。

(

5

)

一
例
を
挙
げ
る
（
請
持
郡
奉
行
よ
り
の
神
楽
奉
納
）
。
『
受
持
郡

奉
行
上
村
笑
之
丞
殿
か
所
中
井
受
持
郷
内
安
全
、
五
穀
豊
饒
之
御
神

楽
相
勤
侯
様
、
先
達
而
被
仰
付
、
御
神
楽
料
と
/
金
子
百
疋
被
相
渡

侯
二
付
、
今
日
日
柄
宜
候
二
付
、
一
昨
日
当
番
方
に
申
出
置
、
今
日

九
ツ
半
社
人
中
此
方
宅
に
召
寄
、
致
社
参
御
祓
井
御
神
楽
相
勤
候
、

役
々
衆
を
始
、
所
中
参
詣
有
之
候
、
当
番
郷
士
年
寄
衆
に
奉
幣
相
下

候
…
…
』
（
「
舎
人
日
帳
」
安
政
七
年
申
四
月
三
日
）
。

(1) 

薩
摩
藩
に
お
い
て
は
藩
の
宗
廟
諏
訪
宮
の
本
田
家
を
惣
大
宮
司
に
任
じ
、

大
宮
司
役
所
を
置
い
て
三
州
の
社
家
を
支
配
せ
し
め
た
。
各
郷
に
は
社
家
頭

取
を
置
き
、
高
山
で
は
前
述
の
如
く
守
屋
家
が
社
家
頭
取
で
あ
っ
だ
b

同
社
社
人

ァヽ、ァ、
F

、

天
道
大
神
宮
代
宮
司
社
人

同
社
社
人

同
社
社
人

F

、F
、F
‘
‘
‘

川
上
大
明
神
代
宮
司
社
人

部
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
困
窮
に
及
び
縁
与
に
つ
い
て
特
例
を
願
い
出
る
ほ

(4) 

ど
で
、
文
政
七
年
に
は
社
家
鼈
数
一
八
、
人
数
八
一
人
で
あ
っ
た
虞
、
明
治

四
年
に
は
平
祠
官
（
後
述
の
平
社
家
か
？
）
の
み
で
九
七
人
、
二
七
家
部
に

な
っ
て
い
た
。
天
保
十
五
年
七
月
に
お
け
る
社
家
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
通
り

で
あ
っ
た
。

『
四
十
九
所
大
明
神
社
家
頭
取
、
郷
士

同
社
代
宮
司
、
郷
士

同
社
検
校
井
新
正
八
幡
宮
社
司
、
郷
士

四
十
九
所
大
明
神
笛
役
、
郷
士

右
四
人
、
郷
士
社
家

同
社
権
主
取
、
社
人

四
十
九
所
大
明
神
権
検
校
社
人

同
社
中
司
役
社
人

第
三
十
四
巻

第
三
号

六
九

有

馬

右

膳

鎌

田

清

次

郎

福

見

四

大

野

藤

郎八
跡

柿

工
休
太
郎

海
老
原
正
右
衛
門

成

合

平

次

郎

守

屋

東

上

田

数

馬

守

屋

舎

人



同
社
舗
司
祭
場
指
役
社
人

四
十
九
所
大
明
神
酒
主
祭
場
指
役
社
人

同
社
社
人

r
、ァ、ア、
7

、

六
所
権
現
権
主
取
役
社
人

四
十
九
所
大
明
神
先
追
役
社
人

四
十
九
所
大
明
神
御
馬
所
役
社
人

同
社
政
所
役
社
人

有

馬

源

太

夫

四
十
九
所
大
明
神
に
は
近
世
初
期
か
ら
神
主
・
代
宮
司
・
検
校
が
い
た
こ

鎌

田
二
之
宮

六

権
太
夫
跡

Ill
郷

土

社

家

勒

以
下
そ
れ
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

河

野

多

仲

近

間

丹

宮

児

玉

仲

助

企

人

印
(
7
i
)
 』

同
社
社
人

森
田
小
右
衛
門
跡

社
家
頭
取守

毘

円

中

隼

人

四
十
九
大
明
神
楽
所
役
社
人

同
社
御
供
役
社
人

同
社
銃
擢
祭
場
指
役
社
人

同
社
御
供
所
役
社
人

第
三
十
四
巻

同
社
御
供
所
社
人

宇
内
大
明
神
代
宮
司
社
人

同
社
権
御
馬
所
役
社
人

第
一
二
号

右
壱
人
当
分
親
類
預

四
十
九
所
大
明
神
権
政
所
役
社
人

右
者
郷
士
社
家
井
平
社
家
家
督
名
前
、
何
社
格
護
、
社
家
頭
取
其
外
社
役

片
書
二
相
記
、
帳
面
相
認
可
差
出
旨
、
被
仰
渡
趣
承
知
仕
、

相
礼
申
侯

処
、
右
之
逆
御
座
侯
間
、
此
段
被
仰
上
被
下
度
奉
存
侯
、
以
上

辰
七
月
四
日

御
郷
士
年
寄
衆
巾

こ
こ
に
は
「
郷
士
社
家
」
四
家
部
、
「
平
社
家
」
廿
五
家
部
（
う
ち
跡
付
八

家
部
）
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
の
ほ
か
「
在
郷
社
家
」
も
存
在
し
た
。

且
十
九
所
大
明
神
社
人

ヽ
て
F

、
r
、
r
、‘‘?、
F

、7
、

六
所
権
現
代
宮
司
社
人

近

間

采

女

四
十
九
所
大
明
神
社
人

？、ァ、
F
A
F
、S‘‘ア、‘‘ァ、

戸
神
大
明
神
代
宮
司
社
人

JI! 

野

四

郎

入

右
弐
拾
五
0

平
社
家

同
社
社
人

児

玉

次

郎

八

跡

同
社
社
人

ァ、ア、
7

、F
、

西
宮
大
明
神
代
宮
司
社
人

木

原

太

郎

二

之

宮

次

郎

有
馬
次
郎
右
裔
門
跡

有

馬

藤

助

佐
藤
源
左
衛
門
跡

大

野

村

尾

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
屈
郷
上
の
一
考
察

柿

元

半

太

夫

跡

七
0

佐

藤

甚

六
跡
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

社
家
は
二
つ
の
類
型
に
分
つ
こ
と
が
出
来
る
。
―
つ
は
四
十
九
所
大
明
神
の

図
郷
士
社
家
の
ほ
か
平
社
家
が
廿
数
家
あ
り
、
夫
々
の
役
を
勤
め
た
。
小
稿

で
は
社
家
頭
取
守
屋
家
と
平
社
家
の
関
係
を
と
く
に
主
題
と
し
て
い
る
。
平

平

社

家

ば
第
4
表
の
通
り
で
あ
る
。

神
領
の
各
十
二
石
の
知
行
は
守
屋
家
（
神
主
）
の
場
合
、
明
治
元
年
ま
で

(8) 

「
神
領
浮
免
」
と
見
え
て
お
り
、
他
の
二
家
も
同
様
に
神
領
浮
免
で
あ
っ
た

と
お
も
わ
れ
る
。
均
等
分
さ
れ
た
神
領
が
各
社
家
に
よ
り
知
行
さ
れ
て
い
る

中
、
上
田
家
は
「
大
宮
司
」
と
あ
る
が
、
代
宮
司
の
意
で
あ
ろ
う
。
上
田
家
は

(
9
)
 

郷
士
と
し
て
、
守
屋
家
を
小
頭
と
す
る
五
人
与
に
属
し
た
し
、
重
要
な
祭
事

(10) 

そ
の
他
に
守
屋
家
に
代
っ
て
名
代
を
勁
め
る
家
で
あ
っ
た
。
検
校
の
守
屋
家

(11) 

は
社
家
頭
取
守
屋
家
の
同
族
で
は
な
い
が
、
上
田
家
に
次
ぐ
重
要
な
家
で
あ

(12) 

る
。
成
合
家
は
近
世
初
期
は
「
蠍
師
」
と
見
え
て
お
り
、
明
和
煩
は
波
見
村

庄
屋
も
勤
め
た
が
〔
第
4
表〕、

天
明
頃
笛
役
の
森
田
家
に
か
わ
り
社
家
の

(13) 

中
に
加
わ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
前
記
の
三
家
よ
り
持
高
も
少

く
家
格
も
低
い
よ
う
で
あ
る
。
近
世
後
期
に
お
け
る
各
家
の
知
行
高
を
示
せ

こ
と
は
近
世
初
頭
に
お
け
る
藩
政
の
浸
透
を
推
察
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
表

と
は
第
3
表
に
示
す
通
り
で
い
づ
れ
も
高
山
衆
中

(11郷
士
）
で
あ
っ
た
。

第 3
 

表

第
三
十
四
巻

第
三
号

七

寛永 10年
I 

寛永 17年 寛文 6年

四十九所石大明神泉山領 高13石2882 高13石1882
高12 高居 （内12石…四十九所領）

神主守屋和守5付0オ 高山居付 正祝子
同民部左衛門20オ 守屋和泉守56オ

守（屋内蔵兵）介
同諸右衛門27オ

四十九所大明神領 高 12石••四十九所領 I 高12石 8
高12石 高左山居付 高山居付田

大宮司上田伝衛門46オ 植官右衛門 大宮司
同雄之丞15オ 22オ 上田九郎右衛門

四十九所大明神額 高12応•四十九所領 1高12石
高12石 高 山居付 高山居付 検校守屋正兵衛
検校守屋正三郎13才 守屋貞右衛門21オ

〔備考J: 寛永 10年癸酉高山衆中帳写（明治 3年写），寛永 17年高山衆中軍

役帳写（明治32年写）， 寛文 6年午12月11日高山衆中与分軍役帳

（明治32年写）により作成． いづれも二階堂（進）文書， 新しい写

本であるが他の史料と関連して信頼度は高いと思われる．
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表

郷士社__! l一明和 8年 文化 2 年 安政 3 年

石 石 石
守 屋 家 46. ― 15182 十次郎 43. 85808舎人 86. 43487舎人

上田家 23. 19063久米 18. 1906 平馬 一
守屋家（検校） 20.0 正右術門 20.0 掃部 一
成 合 家 r3.s1321 佐左衛門 6.90615 善助

1 1. 波見村庄屋役分他

［資料J: 明和 8年 8月「高山衆中高極 1[長」， 文化 2年 8月 「高山郷士高究

帳」，安政 3年「楷免高取調横折」（いづれも守屋雄次郎家文書）．

四
与
〔
五
家
部
三
与
、
四
家
部
一
斤
ナ
〕

年
度
六
月
の
「
高
山
社
家
切
支
丹
宗

ぐ
み

門
改
人
数
帳
」
に
よ
れ
ば
五
人
与
の

と
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
各

（
女
）
の
中
に
「
内
侍
」
が
い
た
こ

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

社
家
の
家
族

縁
組
は
門
の
名
頭
・
名
子
と
紀
ん
だ

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
社
家
間
の
養
子

成
を
も
っ
て
家
を
存
続
さ
せ
た
し
、

六
家
の
跡
付
（
絶
家
）
が
あ
る
の
が

弘
化
二
年
十
一
月
に
お
け
る
平
社

の
小
祠
の
代
宮
司
と
し
て
村
落
に
屋

守
屋
三
家
も
同
じ
〕
他
は
各
村
落

も
の
で
あ
り
〔
さ
き
の
守
屋
・
上
田

敷
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

家
お
よ
び
そ
の
家
阪
を
見
る
と
第
5

表
の
通
り
で
あ
る
。
廿
五
家
の
う
ち

近
く
の
麓
の
宮
馬
場
に
屋
敷
を
も
っ

薩
底
藩
に
お
け
る
上
屈
郷
士
の
一
考
察

第
三
十
四
巻

3
 郷

士
社
家
・
平
社
家
の
ほ
か
に
、
各
村
の
小
社
に
は
門
の
名
敢
に
よ
る

「
在
郷
社
家
」
が
存
在
し
た
。
史
料
的
に
知
り
得
る
の
は
宮
下
村
六
所
権
現

の
場
合
の
み
（
弘
化
二
年
・
嘉
永
五
年
）
で
あ
る
が
、
弘
化
二
年
に
つ
い
て
表

示
す
れ
ば
第

6
表
の
通
り
で
あ
る
。
他
の
小
社
に
も
か
か
る
在
郷
社
家
は
存

在
し
た
と
お
も
わ
れ
る
（
八
二
頁
所
引
史
料
に
よ
る
と
六
所
権
現
の
み
か
）
。

お
そ
ら
く
各
村
の
小
社
は
木
来
各
門
の
名
頭
層
に
よ
っ
て
斎
き
記
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
社
家
制
度
が
整
備
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
平
社
家
の
中
か
ら
代

宮
司
が
定
め
ら
れ
、

或
は
門
の
名
頭
か
ら
代
宮
司
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
各
門
の
名
頭
も
在
郷
社
家
と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
門
は
村
で
も
最
も
起
源
の
古
い
も
の
と
息
わ
れ
る
。
い
づ
れ
に
せ

よ
名
頭
眉
が
祭
起
紅
朦
に
屯
要
な
地
位
を
占
め
た
こ
と
は
日
向
小
林
郷
の
事

ほ
う
ぎ
り

例
〔
補
説
参
照
〕
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
高
山
郷
で
も
方
限
の

5
)
 

小
社
の
祭
祀
は
各
年
の
座
元
に
お
い
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
座
元
は
名

頭
の
家
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
〔
時
に
代
宮
司
、
麓
で
は
郷
士
の
家
の
場

合
も
あ
る
が
〗
。
箆
磨
落
喪
村
史
に
お
け
る
名
頭
隣
の
重
妾
性
が
こ
こ
で
も

痛
感
さ
れ
る
。

在

郷

社

家

第
一
二
号

(14) 

に
分
れ
、
各
与
に
は
小
頭
が
居
た
。

七

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



第
5 

表

社
役

l
権

主
取

役
川

上
大

明
神

代
宮

司
権

検
校

役

中
司

役
天

道
大

神
宮

代
宮

司
楽

所
役

御
供

所
役

鐘
撞

祭
場

指
役

西
之

宮
大

明
神

代
宮

司

戸
神

大
明

神
代

宮
司

六
所

権
現

代
宮

司
先

追
役

御
供

所
役

六
所

権
現

主
取

役

酒
主

祭
場

指
役

御
馬

所
役

舗
司

祭
場

指
役

政
所

役
御

供
所

役
宇

内
大

明
神

代
宮

司
権

政
所

役
権

御
馬

所
役

社
人

海
老

原
左

膳
33

(
社

家
福

見
家

ヨ
リ

養
子

成
）

柿
元

休
太

郎
3
2

〔
大

野
藤

八
跡
J

福
見

四
郎

2
7

鎌
田

休
八

郎
4
4

有
馬

袈
裟

次
郎

7
柿

元
半

左
衛

門
2
4

(
社

家
田

中
家

ヨ
リ

養
子

成
）

〔
佐
藤
源
左
衛
門
跡
〕

有
馬

休
右

衛
門

11
木

原
太

郎
6
4

川
野

善
之

丞
3
6

近
間

勇
右

衛
門

4
0

(
社
家
近
間
丹
宮
弟
，

田
中

此
面

6
0

〔
森

田
小

右
衛

門
跡
J

児
玉

衛
守

5
3

近
間

丹
宮

4
6

河
野

多
仲

58

二
之

宮
勘

六
4
8

＊
＊
鎌
田
勘
兵
衛
41

(
社
家
二
之
宮
勘
六
弟
，

家
内

召
列

れ
養

子
成
）
 

有
馬

源
太

夫
87

［
佐

藤
甚

六
跡
J

大
野

甚
助

4
0

〔
有

馬
次

郎
右

衛
門

跡
〕

二
之

宮
左

織
35

［
児
玉
次
郎
八
跡
〕

I
家

妻
3
2

(
新

留
村

堀
田

門
名

頭
姪

）
妻
3
2

(
前

田
村

小
脇

門
名

子
妹

）
，

娘
12,

男
子

3

族

妻
2
6

(
野

崎
村

田
中

門
名

頭
娘

，
娘

4
,

亡
菱

父
弟

の
妻

7
0

妻
31

(
野

崎
村

福
元

門
名

子
娘

）
，

娘
11,

男
子

8
'

娘
5

姉
51,

姉
〔

ー
内

侍
J

4
7
 

妹
6
'

母
32,

叔
父

34,
亡

祖
父

の
姪

〔
三

内
侍
J

4
5
*
 

男
子
24,

男
子

17
｛

妻
3□

，
男

子
16,

男
子

12,
男

子
9
'

娘
6
'

兄
45,

兄
ノ
娘
2
4

兄
の

男
子

19,
同

16,
兄

ノ
娘

13,
姉
52,

栂
71

養
子
成
）

養
女

80,
養

叔
母
65,

亡
養

父
従

弟
妻
7
3

男
子
34,

娘
3
0

{I
妻
2
9
(
宮

下
村

川
北

門
名

頭
娘

）
，

弟
38,

弟
妻

32(
新

留
村

田
中

門
名

頭
娘

）
，

弟
の

男
子

13,
同

11,
同

9
,

母
81

妻
43,

男
子
33,

男
子

ノ
妻

3
2
(
串
良
唐
仁
町
浦
名
頭
娘
）
，

娘
29,

男
子

12
妻
47,

男
子
23,

男
子

19,
娘

8
｛

妻
35(

新
留

村
長

野
門

名
子

娘
）

，
男

子
14,

娘
11,

娘
9
,

男
子

6
男

子
5
4

姉
46,

叔
母
7
3

〔
備
考
J

嘉
永

五
年

十
一

月
「

隅
州

肝
付

郡
高

山
社

家
宗

門
手

札
人

数
改

帳
」

に
よ

り
作

成
．

（
）

内
の

，
一

部
は

弘
化

二
年

十
一

月
「

隅
州

肝
付

郡
高

山
社

家
宗

門
手

札
人

数
改

帳
」

に
よ

り
補

充
し

た
（

い
づ

れ
も

守
屋

雄
次

郎
家

文
書

）
．

数
字

は
年

齢
を

示
す

．
＊

弘
化

2
年

に
は

此
の

者
の

姉
（

当
時
4
0
オ

）
が

「
二

内
侍

」
で

あ
っ

た
が

嘉
永

5
年

正
月

病
死

の
貼

紙
あ

り
。

＊
＊
弘
化

2
年

で
は

鎌
田

権
太

夫
跡

と
見

え
て

い
る

．

掴
螢
槻
足
将
お
肉
サ
婁
隷
廿
G
1

脚
絲

撼
11]
十

回
剥

撼
111
粛

判
1]
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表

社 役 身 分 |人 名 I 家 族

・六所権現詞拍子役 倉内門名頭 太 郎51 男子28

六所権現中司 役 本村門名頭 次郎46 妻46, 男子14

六所権翌政所 役 永吉門名頭 半 □31 ｛l 要26(串良上小原村謡ケ
岡屋敷名頭娘），男子 l

六所権現御供所役 吉満門名頭 善平次44
妻42, 男子18, 娘16,
娘10, 親78, 親妻73

六所権現追崎役 馬渡 1)門名頭 休太郎跡
休太郎欠落，跡付之頴
御免アリ

六所権現笛役 富山村本地門先
名頭亡金次郎 金次郎61 妻55, 娘14, 養母77
従弟亡金太夫養子

〔備考〕弘化二巳十一刀朔日「隅州肝付郡高山在郷社家宗門手札人数帳」

により作成．数字は年齢を示す．

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

八
重
尾
兵
右

（
木
浦
木
居

住
）
の
主
取
、

小

林

衆

中

泉
、
五
社
は

官

斉

藤

和

は
そ
の
弟
祠

伊
賀

一
社

権
現
（
宗
廟
）ヽ

等
六
社
は
頭

ヽ取
祠
官
斉
藤

に
、
八
王
寺

人

を

見

る

に
お
け
る
各

廷
享
五
年
、

日
州
小
林
郷

神
社
の
格
護

〔
補
説
〕

？
れ
、
「
舞
方
之
賦
」
を
見
る
と
、

各
門
・
屋
敷
名
・
人
名
の
み
が
録
さ

第
三
十
四
巻

第
三
号

衛
門
で
あ
り
、
以
上
は
い
づ
れ
も
衆
中
（
郷
土
）
社
家
で
あ
る
が
、
そ
の
他

、
、

の
九
社
は
そ
れ
ぞ
れ
各
地
の
門
・
屋
敷
の
名
頭
が
格
護
し
、
『
右
中
ノ
屋
敷

棟
札
萬
改
帳
」
、
永
井
家
文
書
〕
。
ま
た
「
宝
暦
三
年
酋
十
二
月
廿
四
日
、

之
役
・
宇
賀
大
明
神
主
取
・
今
宮
八
幡
主
取
等
廿
七
人
は
そ
の
殆
ん
ど

、
、

が
門
・
屋
敷
の
名
頭
で
あ
っ
た
〔
名
頭
親
一
、
名
頭
弟
一
、
名
子
一
、
不

明
一
を
除
き
す
べ
て
名
頭
で
あ
る
〕
。

ま
た
志
布
志
郷
伊
崎
田
村
の
白
烏
神
社
に
お
い
て
も
、

（
乃
至
そ
の
隠
居
・
弟
・
嫡
子
）
が
そ
の
社
人
で
〔
明
治
―
―
年
巳
二
月
「
官

名
取
調
帳
」
宮
元
家
文
書
〕
、

数
ケ
門
の
名
頭

そ
の
神
舞
は
多
数
の
門
・
屋
敷
か
ら
奉
仕

れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
一
部
に
は
名
主
・
牛
馬
下
役
・
山
方
下

役
・
用
水
下
役
・
櫨
方
下
役
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
、
恐
ら
く
名
頭
厨

、
、

で
あ
ろ
う
。
そ
の
妻
は
内
侍
と
し
て
も
勤
め
た
〔
文
久
弐
年
壬
戌
三
月
八

日
「
志
布
志
伊
崎
田
村
、

白
島
社
神
事
舞
一
巻
、
宮
元
家
文
書
〕
。
永
井
家

頭
取
社
人
斉
藤
伊
賀
の
ほ
か
は
、
造
廻
シ
・
舞
之
役
・
王
見
牛
役
・
大
鼓

日
州
諸
県
郡
小
林
八
王
寺
権
現
社
人
追
廻
帳
」
（
永
井
文
書
）
に
よ
る
と
、

申
候
』
と
録
さ
れ
て
い
る
〔
延
享
五
年
辰
克
月
十
五
日
「
神
社
由
緒
宝
物

名
頭
力
諸
事
祭
米
本
相
調
来
リ
申
侯
』
と
か
『
右
者
格
護
人
自
分
か
祭
来

七
四

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

註
(

1

)

『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
八
二

0
頁
、
『
三
国
名
勝
図
絵
』
上
巻
。

(

2

)

原
口
虎
雄
「
鹿
児
島
県
の
歴
史
」
（
『
郷
土
の
歴
史
』
九
州
篇
所
収
）

四
一
九
頁
参
照
。
鹿
児
島
へ
の
出
府
、
そ
の
他
種
々
の
場
合
に
本
田

家
・
大
宮
司
用
聞
に
祝
儀
を
お
く
っ
た
こ
と
が
「
守
屋
舎
人
日
帳
」

に
よ
っ
て
う
か
が
わ
れ
る
。

(

3

)

社
家
頭
取
は
い
つ
置
か
れ
た
か
不
明
で
あ
る
。
日
向
小
林
郷
の
宝

暦
三
年
酉
十
二
月
廿
四
日
「
日
州
諸
県
郡
小
林
八
王
寺
権
現
社
人

、
、
、

追
廻
帳
」
（
小
林
市
、
永
井
家
文
書
）
に
は
『
八
王
寺
権
現
頭
取
社

ヽ人
斉
藤
伊
賀
』
と
見
え
る
。

(

4

)

『
高
山
四
十
九
所
大
明
神
社
家
、
古
来
廿
四
家
部
有
之
候
処
、
近

年
及
困
窮
、
相
当
之
縁
与
難
叶
、
無
妻
之
者
本
而
巳
二
而
、
往
々
社

家
断
絶
仕
外
無
之
侯
間
、
当
年
か
先
キ
廿
ケ
年
以
内
、
町
在
寺
門
前

互
之
縁
与
御
免
被
仰
付
度
旨
申
出
、
願
之
通
寛
政
十
一
年
未
八
月
御

免
被
成
候
事
処
、
文
化
十
五
子
年
迄
年
限
筈
合
、
又
々
依
願
文
政
二

3
 

年
か
先
拾
ケ
年
御
免
被
成
候
事
』
（
「
宗
門
手
札
改
条
目
」
、
鹿
児
島
県

蒲
生
町
八
幡
神
社
所
蔵
）
。

(

5

)

文
政
七
年
「
隅
州
肝
付
郡
高
山
由
緒
龍
方
帳
」
（
高
山
町
所
蔵
）
。

な
お
明
和
元
年
と
推
定
さ
れ
る
「
高
山
七
村
鹿
都
給
領
人
高
記
」
（
日

高
家
文
書
）
で
は
「
社
家
百
四
拾
三
人
」
と
あ
り
。

宮
元
家
両
文
書
に
つ
い
て
は
松
下
志
朗
氏
の
御
世
話
に
な
っ
た
。

(

7

)

天
保
十
五
年
七
月
「
隅
州
肝
付
郡
高
山
郷
士
社
家
井
平
社
家
家
督

名
前
帳
」
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
害
）
。

(

8

)

明
治
元
年
十
二
月
、
「
知
行
名
寄
目
録
」
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
書
）
。

(

9

)

天
保
九
年
戌
十
一
月
朔
日
「
宗
門
手
札
改
五
人
組
帳
」
・
嘉
永
五

年
三
月
「
宗
門
手
札
内
調
帳
」
（
守
屋
家
文
書
）
な
ど
。

(

1

0

)

た
と
え
ば
『
今
日
名
越
二
而
候
得
共
、
拙
者
社
参
不
相
調
候
、
名

、
、
、
、

代
上
田
数
馬
ね
相
頼
侯
』
（
「
守
屋
舎
人
日
帳
」
天
保
十
一
年
子
六
月

晦
日
条
）
、
『
社
人
召
寄
宮
洗
い
た
し
候
、
上
田
数
馬
差
引
相
頼
候
』

（
同
上
、
天
保
十
四
年
卯
六
月
九
日
条
）
。
或
は
『
今
朝
上
田
氏
二
而

社
人
中
直
会
相
済
、
例
年
之
通
致
社
参
相
勤
候
』
（
同
、
天
保
十
一

年
子
九
月
九
日
条
）
の
如
く
上
田
家
に
お
い
て
直
会
が
な
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
ま
た
四
十
九
所
大
明
神
の
大
祭
の
日
の
「
鏑
流
馬
」
神

事
に
「
射
手
屋
」
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
同
、
天
保
十
四
年
卯
九

月
十
九
日
、
万
延
二
年
酉
九
月
十
三
日
条
）
。

(

1

2

)

 

(

6

)

 

明
治
四
年
「
高
山
郷
地
名
方
位
及
人
鉢
記
」
（
高
山
町
所
蔵
）
。

(

1

1

)

此
の
家
は
元
来
「
塚
野
」
で
あ
っ
た
が
『
其
後
守
屋
ノ
馬
ノ
先
キ

二
相
立
可
申
候
、
子
分
二
被
成
、
守
屋
ヲ
一
代
名
乗
ラ
セ
可
給
卜
望
‘
‘
、

申
二
付
、
一
代
ノ
究
ニ
テ
守
屋
ヲ
免
シ
名
乗
ラ
セ
候
処
二
、
其
後
御

前
帳
二
書
載
侯
故
、
干
今
其
子
孫
代
々
守
屋
ヲ
名
乗
来
由
申
伝
侯
』

と
伝
え
て
い
る
（
宝
暦
十
二
年
「
守
屋
家
申
伝
案
考
記
」
）
。

寛
永
十
年
癸
酉
「
高
山
衆
中
帳
写
」
に
は
『
高
八
石
、
蛾
師
、
知

第
三
十
四
巻

第
三
号

七
五



覧
か
、
成
合
善
助
』
と
見
え
る
。
語
末
の
社
人
に
も
成
合
善
助
が
い

る
が
ら
（
文
化
二
年
八
月
「
高
山
郷
士
高
究
帳
」
、
「
舎
人
日
帳
」

嘉
永
―
―
―
年
戌
九
月
廿
一
日
条
な
ど
）
、
お
そ
ら
く
此
の
家
で
あ
ろ
う
。

(

1

3

)

天
朋
六
年
午
二
月
「
大
御
支
配
以
来
社
家
継
目
殺
方
帳
」
の
う
ち

、、

に
下
屋
敷
五
畝
に
『
右
同
（
四
十
九
所
大
明
神
）
笛
役
森
田
孝
左
衛
門
』

と
あ
り
、
孝
之
丞
・
孝
太
夫
と
継
ぎ
、
朱
筆
で
『
天
明
八
年
申
二
月

、
、

廿
四
日
附
属
御
免
被
仰
付
侯
、
成
合
権
四
郎
』
と
見
え
る
。
お
そ
ら

＜
笛
役
は
森
田
家
よ
り
成
田
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

、
、
、

(

1

4

)

た
と
え
ば
『
今
晩
暮
時
分
ふ
れ
召
呼
候
、
社
人
五
人
小
頸
御
用
申

、

、

、

、

、

、

、

渡
候
処
、
多
仲
・
勘
六
名
代
と
／
隼
人
参
侯
、
十
八
名
代
と
/
半
左

、、

衛
門
参
候
、
左
膳
事
今
晩
不
罷
出
侯
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
―
―
―
年
戌

四
月
十
八

B
条
）
、
『
今
朝
五
ツ
時
左
膳
参
候
、
咋
夜
御
用
之
次
第
申

付
候
』
（
同
十
九
日
条
）
と
あ
り
°
河
野
多
仲
・
ニ
之
宮
勘
六
•
田
中
十

八
•
海
老
原
左
膳
が
五
人
与
小
頭
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
も
っ
と

も
各
村
の
代
宮
司
が
五
人
与
の
中
に
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
五
人
与

の
機
能
に
つ
い
て
ほ
慎
菫
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

、、

(

1

5

)

一
例
を
挙
げ
る
と
、
『
七
ツ
時
分
か
社
人
巾
召
列
、
山
下
之
喜
―
―
―

次
所
に
行
、
戸
神
内
之
祭
相
仕
廻
、
拙
者
事
ハ
宝
田
宗
悦
所
に
泊
リ

、
、

候
事
、
社
人
中
ハ
座
元
に
泊
リ
侯
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
一
年

、
、

子
十
一
月
七
日
）
。
『
宗
悦
所
か
四
ツ
時
分
座
元
喜
―
―
一
次
所
、
VZ
行
侯

処
•
•
•
…
七
ツ
時
分
日
之
祭
相
済
罷
帰
侯
事
』
（
同
上
十
一
月
八
日
）
。

匿
摩
箔
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

第
三
十
四
巻

そ
の
他
事
例
多
し
。

第
一
二
号

前
述
の
よ
う
に
社
家
に
は
郷
士
社
家
・
平
社
家
お
よ
び
在
郷
社
家
が
あ
っ

た
が
、
郷
士
社
家
に
は
各
家
に
知
行
高
が
給
せ
ら
れ
て
い
た
し
、
在
郷
社
家

は
名
頭
と
し
て
門
・
屋
敷
の
高
を
格
誕
し
て
い
た
が
ら
、
一
応
の
経
済
的
基

盤
は
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
平
社
家
は
い
か
な
る
経
済
生
活
を
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
は
必
ず
し
も
豊
富
で
は
な
い
が
跡
づ
け
て
み
た

~
 

ー
門
割
制
の
下
で
は
、
平
社
家
に
対
し
て
門
百
姓
と
同
様
に
土
地
が
割
り
当

て
ら
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
「
余
り
高
」
を
配
当
さ
れ
た
こ

と
は
罠
々
見
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
寛
郷
地
帯
で
あ
る
大
隅
で
は
人
口
に
比
べ

(1) 

て
土
地
は
な
お
広
か
っ
た
し
、
他
面
欠
落
百
姓
も
出
て
い
た
の
で
百
姓
配
当

の
高
以
上
の
手
余
り
地
が
相
当
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
土
地
は

(2) 

郷
士
・
社
家
・
野
町
人
等
へ
配
当
さ
れ
、
耕
作
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
門
内
部

の
事
情
に
よ
っ
て
は
門
配
当
高
に
対
し
て
も
「
入
作
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
高
山
郷
に
お
い
て
は
秋
領
主
〔
こ
と
に
宮
之
城
島
津
家
・
垂
水
屈
津

しヽ

農

業

四

七
六

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
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library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



ーて、

奉

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

公

ら
か
で
あ
り
、
し
た
か
っ
て
祁
の
諸
役
職
や
社
家
頭
取
よ
り
田
地
の
打
起

(4) 

家
〗
の
浮
免
が
相
当
に
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
平
社
家
は
か
か
る

浮
免
（
た
と
え
ば
宮
之
城
島
津
家
の
も
の
は
「
宮
之
城
浮
免
」
と
称
せ
ら
れ

(
5
)
 

た
）
の
作
人
と
し
て
請
作
し
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ほ
か
各
方
限
の
小
社
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
田
と
し
て
免
地
が
付
せ
ら
れ

て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
小
社
の
代
宮
司
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
も
し
た
。

そ
れ
は
祭
祀
に
あ
て
ら
れ
る
と
共
に
代
宮
司
の
生
活
に
も
或
程
度
の
支
え
と

(
7
)
 

な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
社
家
の
屋
敷
も
御
免
地
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
く
て
社
家
が
た
と
え
微
小
と
は
い
え
土
地
を
耕
作
し
て
い
た
こ
と
は
明

苗
蒔
入
・
田
植
・
実
植
、
草
取
・
刈
取
に
つ
い
て
時
期
を
失
し
な
い
よ
う
に

「
催
促
」
さ
れ
、
取
納
末
進
に
つ
い
て
普
促
さ
れ
も
し
た
の
で
あ
る
〔
後
述
〕
。

図・
前
項
に
窺
っ
た
よ
う
に
土
地
を
耕
作
し
て
も
、
お
そ
ら
く
零
細
な
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
、
社
人
は
奉
公
に
も
出
た
。
た
と
え
ば
社
人
田
中
斉
宮
に
つ
い

（
端
裏
書
）
「
田
中
斉
宮
」

R
紛
拾
四
貫
六
百
九
拾
文
⑲、、

右
者
先
年
か
借
用
仕
、
御
奉
公
仕
居
申
候
処
、
来
年

t
牛
根
大
抱
船
御
造

立
方
、
に
差
越
、
相
勤
申
度
奉
存
候
間
、
右
身
代
鉛
之
儀

t
来
卯
―
一
月
中
被

相
延
置
被
下
度
奉
存
候
、
左
候
ハ

A

其
内
三
四
貫
文
も
二
而
も
前

□

借
仕

御
奉
公
仕
可
申
侯
、
伯
而
為
後
日
口
入
相
立
、
証
文
如
斯
御
座
侯
、
以
上

（吝）

□

宮
＠

嘉
永
七
年

寅
寅
十
二
月
廿
四
日

守
屋
舎
人
様

た
の
で
あ
る
）
。

或
は
借
用
の
米
銭
や
年
貢
未
納
の
た
め
、
そ
れ
に
相
応
す
る
日
数
だ
け
所

謂
障
奉
公
（
日
間
奉
公
）
1
1
前
借
金
年
季
奉
公
も
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

文
政
四
年
に
社
人
二
之
宮
勘
十
が
柳
示
伐
（
違
反
の
伐
採
）
の
た
め
木
代
銭

三
拾
三
貫
六
百
壱
文
の
う
ち
不
納
分
三
拾
貰
百
壱
文
の
年
賦
上
納
を
願
出
で

た
時
も
「
極
貧
者
」
で
あ
る
た
め
「
賃
取
稼
」
を
以
て
拾
年
賦
す
る
こ
と
を

(10) 

願
い
出
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

第
三
十
四
巻

第
三
号

七
七

こ
と
が
分
る
（
し
か
も
此
の
場
合
軍
艦
製
造
の
職
人
と
し
て
牛
根
へ
出
向
い

と
あ
り
、
社
家
頭
取
の
も
と
へ
前
借
金
（
身
代
金
）
年
季
奉
公
を
し
て
い
た

(
8
)
 』

ロ
入

津

曲

□

衛
⑮

借
主

田

中

差
上
可
申
候
、
萬
一
相
違
串
儀
も
御
座
候
ハ

t‘

罷
帰
侯
節
、
本
々
之
通



も
粗
放
と
は
い
え
相
当
の
規
模
を
も
ち
、
そ
の
労
働
糾
織
に
は
下
人
は
じ
め

中
宿
者
・
社
人
ぶ
卜
屈
郷
士
か
編
み
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
以
前
指
摘
し
た

(11) 

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
一
例
を
追
加
す
れ
ば
、
『
・
・
日
高
利
兵
衛
事
を
茶

焙
二
頼
匠
候
処
四
ツ
半
時
分
参
候
得
共
、
多
仲
囲
左
膳
妻
参
居
候
二
付
、
利

(12) 

冥
衛
事

t
帰
候
事
』
と
あ
り
、
右
の
多
仲
（
河
野
）
・
左
膳
（
海
老
原
）
は

社
人
で
、
か
く
社
人
、
そ
の
家
族
が
社
家
頭
取
の
も
と
に
芹
奉
公
や
旦
犀
に

勤
め
た
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
社
人
は
社
家
頭
取
の
も
と
に
の
み
奉
公
・
旦
屁
に
出
た
の
で
は

な
い
。
守
屋
分
家
（
ウ
エ
）
—
此
の
家
は
社
家
で
は
な
い
ー
で
は
、
幕
末
期

雇
入
ち
ん

（
中
略
：
・
・
・
・
郷
士
の
妻
の
雇
入
ち
ん
あ
り
）

同

廿

六

日

社

人

右

胎

-

”

百

文

妻

『

（
ヒ
月
）

同

十

四

日

（釣）

-
”
四
拾
八
文

右
同
断
（
雇
賃
）

社
人
十
入

妻

第
三
十
四
巻

第
一
二
号

と
見
え
る
如
く
社
人
の
妻
を
雇
入
れ
た
し
、
或
は
前
引
史
料
の
大
野
甚
助
の

如
く
野
町
人
の
も
と
に
一
屁
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
大
野
甚
助
に

つ
い
て
は
波
見
浦
の
船
持
商
人
霊
平
兵
衛
の
「
手
先
」
を
勤
め
た
こ
と
も
あ

(14) 

っ
た
（
「
手
先
」
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
）
。

間
取
潟
査
に
よ
る
と
、

未
―
―
一
月
廿
五
日

巾
召
寄
候
事

社
人
に
は
博
労
を
し
た
者
も
あ
っ
た
が
、
「
舎
人

一
、
・
・
・
児
玉
衛
守
、
二
之
宮
勘
兵
衛
博
労
一
件
二
付
、

右
弐
人
親
類
井
輿

一、

．．． 

児
玉
衛
守
博
労
一
件
二
付
、
田
中
靱
負
・
近
間
丹
宮
参
侯
事
』

と
見
え
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
児
玉
衛
守
、
二
之
宮
勘

兵
衛
が
博
労
を
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
（
右
の
史
料
に
旦
え
る
人
名

は
す
べ
て
社
人
で
あ
る
）
。
ま
た
守
屋
家
の
烏
の
売
買
の
際
、
社
人
が
関
与

(15)

（

16} 

し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
或
は
牛
の
病
気
に
詰
め
、
ま
た
安
政
七
年
申
四
月

未
三
月
廿
六
日

＇ こ

諸

払

~ 日
帳
」
弘
化
四
年
に
は

(3) 

博

労

と
こ
ろ
で
社
家
頭
取
の
守
屋
家
は
上
層
郷
士
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
手
作

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
雇
郷
土
の
一
考
察

”
廿
九
日

”
百
文

右
同
人

(13)

同
断
』

七
八

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

私
事
、
四
十
九
所
大
明
神
社
家
二
而
、
西
宮
大
明
神
代
宮
司
代
3
相
勤
居

申
侯
処
、
頭
寒
之
病
有
之
、
月
代
本
相
調
不
申
、
神
事
勤
方
折
;
差
支
申

(4) 

大

工
口
上
覚

廿
四
日
に
は
守
屋
舎
人
が
『
社
人
中
召
寄
、
旅
人
取
締
井
牛
馬
売
買
一
件
申

ん
だ
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
当
地
方
で
は
「
預
ケ
牛
馬
」
（
ア
ッ
ケ
ウ
シ
、

ア
ッ
ケ
ウ
マ
）
の
慣

行
が
広
く
行
わ
れ
た
が
、
社
人
も
牛
馬
を
預
り
成
育
せ
し
め
仔
牛
馬
を
配
分

(17) 

し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

社
人
の
中
に
は
大
工
を
な
す
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
天
保
九
年
に
下

(18) 

甑
島
よ
り
「
人
配
」
と
し
て
郷
士
多
数
が
移
住
し
て
き
た
が
、
そ
の
節
に
社

(19) 

人
達
は
「
人
配
家
作
」
を
申
渡
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
瑞
光
寺
普
請
見

(20) 

分
に
も
社
人
大
工
が
惣
大
エ
・
喜
入
大
工
と
と
も
に
に
加
わ
っ
て
い
た
。
或

(21) 

は
守
屋
家
で
も
社
人
を
大
工
に
頼
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
前
掲
史
料
の
牛
根

大
抱
船
製
造
に
出
向
い
た
田
中
斉
宮
も
大
工
と
し
て
で
は
あ
る
ま
い
か
。

固

医

師
一
例
で
あ
る
が
次
の
如
き
文
書
が
あ
る
。

渡
侯
事
』
と
録
し
て
お
り
（
「
舎
人
日
帳
」
）
、

こ
れ
ら
は
社
人
が
博
労
を
営

七
九

門
参
候
、
明
日
波
見
浦
に
寺
社
方
櫨
方
検
者
差
入
之
段
、
浦
役
力
申
出

「
守
屋
舎
人
日
帳
」
の
嘉
永
三
年
に

は
猪
椅
役
に
つ
い
て
次
の
如
く
見
え
て
い
る
。

=u 

四
月
廿
三
日

、

、

、

、

、

、

、

、

、

一
、
今
晩
河
野
隼
人
参
、
猪
閤
掛
下
役
断
申
出
候
、
尤
同
刻
柿
元
半
左
衛

第
三
十
四
巻

第
三
号

そ
の
下
役
を
勤
め
た
も
の
が
あ
っ
た
。

椅
役
・
用
水
掛
・
牛
馬
役
・
浦
役
•
町
役
等
で
あ
る
が
、
社
人
の
中
に
は

下

役

社
家

社
家
御
頭
取
衆
中

亥
正
月

候
、
以
上

、
、
、
、

但
医
師
証
文
相
添
差
上
申
侯

社
人

木

原

太

問
、
何
卒
奉
願
通
御
免
許
被
仰
付
被
下
侯
様
、

被
仰
上
被
下
度
奉
願
上

右
の
医
師
証
文
は
見
出
し
得
な
い
が
、
社
人
が
医
師
を
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

6
 

・
~

郷
に
は
所
謂
所
三
役
（
郷
士
年
寄
・
与
頭
・
横
目
）
や
地
頭
横
目
・
ロ
事

方
・
郡
見
廻
・
庄
屋
等
々
の
ほ
か
諸
種
の
掛
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
櫨
桔
掛

含2
郎

、-
l1=a 

侯
二
付
、
惣
髪
成
之
願
申
上
度
奉
存
候
、
年
齢
本
も
六
拾
歳
余
二
罷
成
候



以
上
平
社
家
の
経
済
生
活
に
つ
い
て
窺
っ
て
き
た
が
、

こ
れ
ら
を
見
る

の
か
不
明
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
手
当
・
役

ら
れ
、
社
人
は
こ
れ
に
の
み
関
係
し
た
の
か
、
他
の
掛
の
下
役
を
も
勤
め
た

戌
五
月
十
日

、
、
、
、
、
、
、
‘
`
‘

一
、
鎌
田
休
八
郎
に
桔
寄
掛
下
役
今
晩
申
渡
事

し一

ヨ
リ
農
民
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

戌
四
月
廿
九
日

、
、
、
、
、
、

…
五
ツ
時
寺
社
方
掛
与
頭
宇
都
宮
連
正
院
出
会
申
越
、
寺
社
方
猪
棒
掛
下

役
河
野
隼
人
代
リ
調
書
寺
社
奉
行
所
に
差
上
侯
事
、

右
の
河
野
隼
人
・
柿
元
半
左
衛
門
・
鎌
田
休
八
郎
い
づ
れ
も
社
人
で
あ
り
、

(23) 

鎌
田
休
八
郎
は
翌
年
も
浣
掛
下
役
を
勤
め
、
ま
た
社
人
海
老
原
左
膳
も
同
様

で
あ
っ
坦
。
史
料
は
他
に
も
数
例
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
寺
社
方
楷
椅
役
に
限

得
を
得
た
こ
と
は
推
察
さ
れ
よ
う
。

と
、
下
層
郷
士
の
生
活
に
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
薩
摩
藩
に

お
い
て
は
衆
知
の
如
く
多
数
の
郷
士
が
存
在
し
、
こ
と
に
零
細
な
知
行
又
は

無
高

1

ケ
所
・
無
屋
敷
の
郷
士
が
き
わ
め
て
濃
密
に
居
た
が
、
彼
等
は
小
作

を
し
、
奉
公
人
・
日
雇
と
し
て
勤
め
、
諸
種
の
職
人
（
大
工
・
鍛
冶
・
桶
師

翌

等
々
）
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
を
支
え
た
と
い
わ
れ
る
力
平
社
家
の

家
頭
取
守
屋
家
の
周
辺
に
居
た
社
家
と
、
戸
神
・
宇
内
・
六
所
権
現
等
の
社

で

ぐ

し

家
の
如
く
、
村
に
居
住
し
た
代
宮
司
1
1
田
舎
社
人
（
「
在
郷
社
家
」
と
は
異

る
）
と
で
は
そ
の
生
活
形
態
は
相
当
に
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
後
者
は

註
(

1

)

秀
村
、
郷
士
手
作
に
お
け
る
畑
作
の
態
様
（
「
九
州
文
化
史
研
究

所
紀
要
』
第
六
号
）
一

0
頁。

(

2

)

た
と
え
ば
天
保
四
年
に
、

『
巳
二
月
六
日
曇
晴
天

一
、
書
役
半
蔵
・
ふ
れ
武
兵
衛
罷
出
侯
、
尤
高
配
当
帳
郡
見
廻
方

Il

、
、
、
、
、
、

差
出
候
、
致
吟
味
、
明
日
於
御
地
頭
仮
屋
、
余
り
高
致
配
当
筋
相

、
、
、
、
、

決
、
郷
中
小
頭
・
社
家
方
主
取
・
野
町
年
行
司
・
諸
在
庄
、
屋
在

役
御
用
申
渡
置
候
…

已
二
月
七
日
曇
雨
天

、
、
、
、
、

一
、
・
・
・
九
ツ
時
分

t
御
地
頭
仮
屋
へ
乍
病
気
致
出
会
、
余
高
致
配
当

（
郷
中
小
頭
）
、
、
、
、

侯
〔
出
役
人
名
略
〕
、
尤
―
―
井
社
家
ふ
れ
•
町
年
行
司
·

諸
在
庄
屋
在
役
一

11-、
夜
入
侯
而
相
済
候
事
』
（
舎
人
日
帳
）
。

ま
た
天
保
八
年
酉
正
月
十
七
日
に
は
『
郷
士
・
社
家
・
野
町
・

諸
在
余
高
打
起
催
促
申
渡
候
事
』
（
舎
人
日
帳
）
と
見
え
、
嘉
永

候
二
付
‘
桔
陶
掛
名
代
と
/
半
左
衛
門
に
差
越
候
様
申
付
候
事
、

生
活
も
こ
れ
に
近
似
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
麓
に
居
住
し
、
社

第
三
十
四
巻

第
三
号

八
0

library
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library : None

library
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library
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

（
河
野
）

―
―
―
年
正
月
八
日
に
は
『
今
朝
五
ツ
時
多
仲
罷
出
侯
二
付
、
郷
士
年
寄

、
、
、
、

衆
に
遣
侯
処
、
新
留
村
余
リ
高
拾
石
社
家
方
に
相
渡

□

保
二
付
、
受

取
方
と
／
河
野
隼
人
―
_

9

9

-

』
（
舎
人
日
帳
）
な
ど
。

(

3

)

「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
四
年
亥
六
月
十
九
日
に
は
『
今
晩
社
人
中
召

、

、

、

、

、

呼
、
占
水
門
余
リ
高

t"船
倉
門
入
作
斉
宮
植
田
催
促
申
渡
侯
事
』
。

(

4

)

秀
村
「
薩
賑
藩
に
お
け
る
給
地
の
一
考
察
」
（
『
同
志
社
商
学
』
第

―
-
0
巻
一
・
ニ
号
）
四

0
、
四
一
頁
。

、
、
、
、
．
ヽ
、

0

5

)

た
と
え
ば
『
宮
之
城
浮
免
作
人
鎌
田
清
之
丞
・
同
次
郎
・
有
馬
袈

裟
八
召
列
、
拙
者
井
小
牧
恕
右
衛
門
・
隈
元
勘
右
衛
門
同
這
二
而
、

新
留
村
田
廻
り
い
た
し
侯
事
』
（
『
舎
人
ヨ
帳
』
天
保
七
年
申
九
月
廿

六
日
と
あ
り
、
右
の
鎌
田
・
有
馬
い
づ
れ
も
社
人
で
あ
っ
た
。
ま
た

、
、
、
、

『
宮
之
城
用
頼
山
之
内
休
之
進
殿
か
浮
免
取
納
未
進
催
促
申
渡
呉
候

、
、
、

様
、
被
申
出
、
与
頭
方
井
社
家
方
に
申
渡
侯
事
』
（
同
上
天
保
四
年

巳
五
月
十
五
日
）
と
あ
り
、
社
家
が
宮
之
城
浮
免
を
耕
作
し
取
納
し

た
こ
と
が
分
る
。

(

6

)

次
例
は
宇
内
大
明
神
の
免
地
と
お
も
わ
れ
る
が
（
『
舎
人
日
帳
』
寮

永
三
斗
）
、

『

戌

五

月

廿

八

日

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

一
、
宇
内
免
地
之
内
、
壱
反
四
畦
田
檻
付
無
、
一
ー
'
~
-
野
崎
村
詰

郷
士
年
寄
柏
原
善
右
衛
門
殿
か
―
ー
一
出
を
以
、
今

E
中
植
仕
廻
、

（
侯
）

届
申
出
候
様
取
斗

□

様
、
ロ
ッ
時
申
来
、
直
二
ふ
れ
差
廻
候
得
共
、

が、

川
上
祭
其
外
行
違
二
而
、
今
日
植
方
不
相
謡
、
成
行
申
出
置
侯
、

甚
助
事
ハ
町
覚
助
所
泣
雇
入
、
暇
不
差
出
向
、
ふ
れ
か
申
出
候
二（社

付
、
野
町
年
行
司
召
呼
、
早
々
暇
差
出
侯
様
申
付
候
、
今
晩
隼
人

人）・
左
織
参
侯
事

戌
六
月
朔
日

（
社
人
）

一
、
…
今
晩
左
織
・
左
膳
参
、
宇
内
免
田
植
方
相
済
候
届
、
申
出
侯

事
』

と
あ
り
宇
内
大
明
神
の
免
地
が
代
宮
司
大
野
丑
助
に
よ
っ
て
耕
作
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

(

7

)

河
野
家
で
は
『
先
祖
佐
渡
ヨ

IJ
私
迄
八
代
相
勁
、
五
畝
御
免
地

屋
敷
迄
も
被
仰
付
置
来
申
侯
…
』
（
「
源
姓
河
野
家
系
図
」
、
河
野
秀

彦
家
文
書
）
と
あ
り
、
明
治
五
年
社
家
廃
止
、
同
六
年
九
月
御
免
地

屋
敷
無
代
価
申
受
、
地
券
証
下
付
に
な
っ
て
い
る
。

(

8

)

守
屋
雄
次
郎
家
文
書
。

（
社
人
）

(

9

)

た
と
え
ば
『
今
胴
四
ツ
時
、
田
中
隼
人
召
呼
、
去
ル
寅
年
か
借
用

（
鉛
）

之
米
分
井
去
秋
宮
之
城
高
取
納
不
致
候
二
付
、
致
首
尾
迄
之
間
、
弐

貫
文
ニ
―
日
ツ
、
闘
い
た
し
侯
様
申
付
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」
弘
化
五

年
申
四
月
十
―
―
日
条
）
と
あ
り
、
所
謂
陣
奉
公
で
あ
る
。
障
奉
公
に

つ
い
て
は
、
秀
村
「
近
世
日
本
雇
用
史
資
料
（
そ
の
―
-
）
」
（
『
経
済

学
研
究
』
第
一
一
九
巻
第
六
号
）
解
題
を
参
照
せ
よ
。

(

1

0

)

文
政
四
年
巳
十
二
月
十
日
「
二
之
宮
勘
十
網
木
弐
本
聯
示
木
代
銀

上
納
年
府
軸
出
井
請
取
留
」
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
書
）
。

第
三
十
四
巻

第
一
＿
一
号



(

1

1

)

 

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

秀
村
「
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
士
の
労
働
組
織
」
（
本
庄
博
士

古
稀
記
念
論
文
集
『
避
世
日
本
の
経
済
と
社
会
』
所
収
）
。

(

1

2

)

「
舎
人
日
帳
」
、
弘
化
五
年
申
四
月
六
日
。

(

1

3

)

仮
題
「
諸
払
帳
」
（
守
屋
巻
造
家
文
書
姿
5
6
4
)
。

な

お

明

治

年

代
と
思
わ
れ
る
が
川
上
の
柿
元
家
で
は
子
供
が
六
ケ
所
の
ヨ
高
家
に

世
話
に
な
り
（
奉
公
？
）
、
田
植
と
か
不
幸
の
時
な
ど
に
は
加
勢
に

行
っ
て
い
た
と
い
う
（
柿
元
イ
セ
カ
メ
氏
談
）
。

、
、

(

1

4

)

『
帖
佐
蔵
右
衛
門
（
棟
梁
大
工
）
・
波
見
之
平
兵
衛
手
先
大
野
甚
助
、

八
ツ
時
参
侯
・
ー
：
：
」
と
あ
り
（
「
舎
人

B
転
」
嘉
永
四
年
亥
三
月
十

日
）
。

、
、
、

(

1

5

)

「
舎
人
日
板
」
に
は
「
：
．
暮
時
分
野
崎
村
上
原
之
金
助
馬
買
入
、

、
、

十
次
郎

(11弟
、
泰
造
）
井
社
人
有
馬
長
次
二
而
牽
越
侯
二
付
、
五

ツ
時
分
迄
相
咄
候
事
』
（
天
保
七
年
申
四
月
廿
一
日
）
、
『
今
朝
馬
買

、
、
、

と
し
て
長
次
遣
候
処
、
永
山
之
原
口
門
助
太
郎
馬
買
入
罷
帰
候
』
（
天

、
、
、
、

保
卜
年
亥
正
月
十

El)
、
『
今
日
九
ツ
過
か
長
次
馬
買
と
し
て
野
崎
村

之
辺
迄
遣
侯
得
共
、
不
買
出
候
」
（
同
年
正
月
十
六
日
）
、
『
：
•
•
町
―
―
―

ヽ

ヽ

（

門

前

力

）

、

、

蔵
・
社
人
一
一
之
宮
勘
左
衛
門
か
志
布
志

□

口
町
之
者
召
列
、
馬
買
二

参
侯
得
共
、
不
相
済
侯
事
』
（
文
久
二
年
戌
二
月
廿
九
日
）
な
ど
。

、
、
、

(
1
6
)

守
屋
家
に
お
い
て
、
『
昨
夜
か
牛
病
気
二
付
、
成
合
善
助
井
二
之
宮

勘
左
衛
門
参
、
泊
リ
呉
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
寮
永
五
年
子
十
一
月

十
六
日
）
と
あ
り
。

酉
七
月
廿
五
日

牛
島
改
役
衆
中

第
三
十
四
巻

第
三
号

(

1

7

)

次
例
は
社
人
河
野
多
仲
へ
の
預
ケ
牛
で
あ
る
が
『
今
朝
四
ツ
時
多

仲
参
‘
預
ケ
女
牛
今
朝
病
死
之
段
申
出
侯
二
付
、
直
二
札
差
上
侯
様

申
付
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
安
政
六
年
未
十
二
月
廿
一
日
）
。

ま
た
「
文
久
三
年
八
月
仕
牛
馬
井
預
ケ
牛
馬
改
横
折
」
（
守
屋
舎
人

虹
）
の
「
預
ケ
馬
牛
」
の
項
に

と
あ
り
、
守
屋
家
と
川
野
家
と
の
預
ケ
牛
馬
関
係
は
数
通
の
文
書
に

見
え
る
。

‘
 

『

差

出

川

野

善

之

丞

か

頼

園
栗
毛
壱
駄
拾
オ
、
後
日
村
岩
崎
之
金
助
名
前

⑲
生
駒
壱
疋

、
、

右
者
当
―
―
一
月
出
生
仕
侯
二
付
、
差
出
如
此
御
座
候
、
以
上

守

屋

舎

人

⑮

近

所

征

拠

岩

城

孫

太

郎

＠

（
「
舎
人
日
帳
」
万
延
二
年
酉
七
月
廿
五
日
）
」

右
は
川
野
善
之
丞
（
戸
神
大
明
神
代
宮
司
）
へ
預
け
た
馬
の
子
に
つ

き
守
屋
求
よ
り
届
を
出
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

(

1

8

)

高
山
郷
で
は
人
配
移
者
を
屡
々
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
此
の
場
合

一
川
野
善
之
丞
方

文
久
一

1

一
年
亥
八
月
預

一
、
生
駒
壱
才

子
年

当
人
生
育

森
佐
平
次
二
売
渡

八

c~ 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

は
天
保
八
年
秋
よ
り
計
画
さ
れ
、
同
年
十
二
月
に
新
留
村
・
前
田
村

に
甑
島
移
者
屋
敷
見
分
を
し
て
き
た
。
守
屋
舎
人
は
こ
の
人
配
に
尽

力
し
て
い
る
。

(

1

9

)

「
舎
人
日
帳
」
天
保
九
年
戌
三
月
八
日
に
左
の
如
く
見
え
る
。

『
今
晩
社
人
中
召
寄
、
人
配
家
作
申
渡
候
、
甚
九
郎
・
次
郎
・
多
仲
・

次
郎
・
勘
兵
衛
・
甚
助
・
源
太
夫
・
仲
助
・
三
四
郎
二
而
侯
事
』
。

(

2

0

)

「
舎
人
日
帳
」
安
政
六
年
十
月
廿
九
日
に

『
今
朝
五
ツ
半
時
分
か
寺
社
方
掛
与
頭
大
田
泉
竜
殿
、
普
請
見
廻
上
田

数
馬
同
道
二
而
、
瑞
光
寺
普
請
為
見
分
、
新
惣
大
工
川
原
新
之
助
・

、
、
、
、

喜
入
大
工
山
下
正
太
郎
・
社
人
大
工
二
之
宮
勘
次
郎
に
大
工
之
分
八

拾
口
貫
文
二
而
受
負
二
申
付
、
九
ツ
時
分
罷
帰
候
…
』

(

2

1

)

守
屋
家
に
お
い
て
は
嘉
永
五
年
六
月
四
日
に
は
『
此
方
事
、
昨
日

大
工
不
相
頼
候
而
不
叶
儀
到
来
、
見
分
之
儀
頼
越
候
事
』
と
あ
り
、

翌
五
日
に
は
大
工
川
原
新
之
助
を
、
六
日
に
は
同
人
の
ほ
か
、
社
人

二
之
宮
勘
次
郎
を
頼
ん
だ
（
以
後
不
明
）
（
「
守
屋
舎
人
日
帳
」
）
。
な

お
安
政
四
年
末
に
守
屋
家
よ
り
道
中
原
の
抱
地
に
下
人
の
家
を
建
て

た
時
も
、
下
人
の
ほ
か
社
人
（
河
野
多
仲
・
ニ
之
宮
勘
次
郎
）
が
加

わ
っ
て
い
た
（
前
掲
「
一
上
層
郷
士
の
労
働
組
織
」
三
四
二
|
•
三
頁

参
照
）
。
ま
た
文
政
十
三
年

l
天
保
二
年
に
守
屋
家
よ
り
分
家
（
ウ

ェ
）
の
屋
敷
を
建
て
た
時
、
木
挽
に
社
人
田
中
十
八
が
加
わ
っ
て
い

る
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
（
天
保
三
年
八
月
「
分
地
目
録
」
、
守
屋

泰
造
家
文
書
）
。

掟

守
屋
雄
次
郎
家
文
書
。

「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
四
年
亥
四
月
十
日
・
十
一
日
条
。

同
右
、
四
月
十
五
日
条
。

『
鹿
児
島
県
農
地
改
革
史
』
一
八

0
ー
一
八
二
頁
。

前
述
の
如
く
四
十
九
所
大
明
神
は
中
世
肝
付
氏
の
崇
敬
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
島
津
氏
の
支
配
体
制
の
確
立
と
と
も
に
島
津
氏
の
祭
祀
体
制
の
中

に
組
み
入
れ
ら
れ
、
高
山
一
郷
の
宗
廟
と
な
っ
た
。
か
く
て
薩
摩
藩
の
惣
大

守
屋
舎
人
の
父
弾
正
の
時
代
と
思
わ
れ
る
が
、
社
家
頭
取
よ
り
社
家
に
申
渡

(
1
)
 

し
た
「
社
家
中
勤
方
控
」
を
掲
出
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
っ
だ
。

『
「
文
化
五
年
正
月

社
家
中
勤
方
控

第
三
十
四
巻

第
三
号

A 

社
家
頭
取
」

一
、
社
人
之
儀
、
専
神
祗
道
之
心
掛
肝
要
之
事
、
付
、
神
道
稽
古
致
出
精
、

い
た
か
ら
、
そ
の
面
と
も
混
融
し
て
社
家
に
対
す
る
支
配
は
強
力
で
あ
っ
た
。

た
。
も
っ
と
も
守
屋
家
は
他
面
で
は
高
山
郷
の
郷
士
年
寄
・
与
頭
を
勤
め
て

り
、
社
家
を
支
配
し
、
社
家
に
対
す
る
藩
政
の
浸
透
を
促
し
た
の
で
あ
っ

宮
司
本
田
家
の
支
配
下
に
あ
る
神
主
1
1
社
家
頭
取
の
守
屋
家
が
神
事
を
司

(

2

2

)

 

(

2

3

)

 

(

2

4

)

 

(

2

5

)

 

五



本
可
心
掛
事

一
、
毎
月
朔
日
・
十
五
日
・
廿
八
日
早
朝
役
目
之
社
人
致
社
参
、
頭
取
宅
に

一
、
御
殿
廻
り
内
外
、
代
宮
司
受
持
之
事
付
、
毎
月
六
度
ツ
ヽ
払
除
い
た
し
、

一
、
御
供
所
之
儀

t
検
校
請
持
之
事
付
、
致
見
格
譲
、
虫
付
ホ
無
之
様
払
除

一
、
舞
殿
・
拝
殿
・
篭
所
本
之
低
て
、
毎
月
六
度
ツ
ヽ
笛
役
請
持
之
事
付
、

払
除
可
有
之
侯
事
、

虫
付
本
無
之
様
可
心
掛
事
、

一
、
旧
例
之
神
事
其
外
諸
事
勤
方
申
渡
侯
節
℃
、
剋
限
無
延
引
罷
出
可
相
勤

右
に
よ
っ
て
も
社
家
頭
取
が
社
家
に
対
し
、
神
事
勁
方
の
励
行
、
神
道
稽
古

正
月

可
罷
出
事
、

相
心
得
可
致
勤
方
侯
事

候
事
、

い
た
し
可
罷
婦
侯
事
、

月
十
九
日
宗
廟
に
無
擦
怠
罷
出
‘
頭
取
差
罠
可
和
勁
事
、

動
候
様
、
前
代
か
申
付
置
侯
付
、
先
例
之
通
可
相
勤
事
、

諸
事
実
王
二
可
相
守
侯
事
、

之
社
人
無
未
進
、

頭
取
宅
に
相
揃
、

諸
事
得
差
図
、

t
、
銘
:
頭
取
方
に
致
暇
可
罷
帰
侯
事
、

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

相
勤
、

相
済
侯
節

一
、
宗
廟
三
度
之
御
神
事
柊
別
成
事
付
、
役
目
之
社
人

t
勿
論
、
二
三
男
不

残
社
参
い
た
し
、
頭
取
差
図
次
第
可
相
勤
侯
事
、

差
図
次
第

一
、
末
社
神
事
之
節
も
右
同
断
、
頸
取
宅
に
相
揃
0

相
勤
、
相
済
侯
節
も
暇

一
、
宗
廟
旧
例
之
御
神
事
井
諸
人
か
相
頼
侯
御
神
楽
之
節
、
先
例
之
通
役
目

第一
1

1

＋
四
巻

第
三
号

之
節

t
、

t
ゃ
＜
罷
出
、
頭
取
差
図
次
第
可
桓
勤
候
事
、

lb 

一
、
神
前
か
烏
居
之
内
外
、
社
家
中
請
込
之
場
所
、
毎
月
六
度
ツ
ヽ
可
致
払

一
、
宮
下
村
六
所
権
現
旧
例
之
神
事
勤
方
儀
、
遠
方
故
、
右
代
宮
司
方
、
に
相

一
、
同
所
社
人
之
儀
、
ニ
―
―
―
男
迄
正
月
廿
一
日
御
祈
諸
‘
-
＝
一
度
之
夏
祓
、
九

一
、
在
郷
社
人
之
儀
、
右
同
断
之
事
、

一
、
社
家
頭
取
差
支
侯
節
て
、
権
祝
名
代
二
而
粗
動
候
間
、
諸
事
頭
取
同
前

一
、
社
頭
近
辺
に
出
火
有
之
侯
節

t
、
二
三
男
不
残
、
社
頭
に
相
揃
、
火
除

方
可
相
勤
侯
事
、

一
、
大
風
洪
水
之
節
も
右
同
断
之
事
、

右
者
任
先
例
、

i

固
条
之
通
申
渡
侯
間
、
諸
事
堅
固
二
相
勁
、
差
合
当
病
之
節

盆
者
力
）

そ
屹
度
其
訳
可
申
出
侯
、
若
無
訳
不
参
之
●
於
有
之

t
可
致
軋
方
也
、

社
家
頭
取

除
候
事
、

一
、
鐘
撞
堂
之
儀
こ
、
鐘
撞
役
請
持
之
事
付
、
払
除
見
格
譲
い
た
し
、
神
事

八
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れ
た
が
、

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

社
家
の
場
合
は
内
改
の
掛
郷
士
年
寄
等
が
社
家
頭
取
の
も
と
に

へ
の
出
精
、
社
家
頭
取
の
差
図
遵
守
、
神
社
の
掃
除
・
修
補
〔
そ
の
割
当
〕
、

藩
よ
り
の
仰
出
・
条
書
・
廻
文
等
の
伝
達

社
家
を
「
召
寄
」
せ
、
藩
よ
り
の
仰
出
・
条
書
・
廻
文
・
取
締
等
の
伝
達
を

(

2

)

(

3

)

（

4
)
 

な
し
、
そ
の
重
要
な
も
の
に
は
星
合
を
さ
せ
、
請
書
•
印
形
を
と
っ
た
。
ま

(
5
)
 

た
「
御
用
」
の
申
渡
そ
の
他
種
々
の
指
図
を
し
た
。

図
宗
門
手
札
内
改

宗
門
手
札
改
は
薩
摩
藩
の
宗
門
人
別
改
で
あ
っ
て
、
数
年
毎
に
行
わ
れ
た

た
調
査
で
、
古
帳
に
押
札
を
し
て
加
除
・
訂
正
し
、
異
動
に
関
し
そ
の
証
拠

と
な
る
べ
き
証
文
を
整
備
し
、
「
内
改
帳
面
清
書
井
諸
証
文
書
方
」
を
な
し
、

そ
の
後
「
内
改
帳
面
縦
合
」
を
し
て
宗
門
手
札
内
改
帳
を
作
成
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
郷
士
・
社
家
・
村
・
野
町
・
中
宿
・
座
問
に
つ
い
て
夫
々
な
さ

下
付
が
な
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
内
改
の
方
が
ヨ
リ
内
部
に
立
入
っ

内
改
を
基
礎
と
し
て
帳
簿
・
証
文
の
点
検
・
算
用
・
算
龍
合
、
手
札
の
墨
引

重
要
な
制
度
で
あ
る
が
、
手
札
改
に
先
立
ち
内
改
が
な
さ
れ
た
。
手
札
改
は

(1) 対
す
る
主
と
し
て
公
的
な
支
配
・
統
制
を
列
挙
し
た
い
。

舎
人
日
帳
」
を
通
じ
て
、
社
家
頭
取
守
屋
家
の
社
家
（
と
く
に
平
社
家
）
に

非
常
の
際
の
駈
付
等
を
命
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
下
「
守
屋

(3) 

第
三
十
四
巻

第
三
号

八
五

山
社
家
の
身
分
等
に
関
す
る
吟
味
・
次
書

他
方
、
七
・
八
月
（
年
に
よ
っ
て
は
正
月
・
十
月
）
に
は
一
向
宗
取
締
の

の
も
と
で
把
握
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
手
札
改
の
際
、
社
家
頭

(
8
)
 

取
よ
り
平
社
家
・
在
社
家
に
関
す
る
証
文
を
札
改
会
所
へ
差
出
し
た
し
、
手

札
改
完
了
後
に
社
家
の
手
札
改
帳
（
恐
ら
く
古
帳
）
は
社
家
頭
取
の
も
と
に
渡

(
9
)
 

さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
別
の
把
握
に
心
を
む
け
る
こ
と
も
出
来
た
と

思
わ
れ
る
。

切
支
丹
改
・
一
向
宗
取
締

毎
年
六
月
（
六
月
九
日
が
多
い
）
に
社
人
中
を
「
召
寄
」
せ
切
支
丹
改
を

な
し
、
六
月
十
日
付
で
「
社
家
切
支
丹
宗
門
改
人
数
帳
」
を
作
成
し
、
各
人

（
当
主
）
印
形
を
と
り
寺
証
文
を
添
え
て
所
に
提
出
し
た
。

ま
た
切
支
丹
改

(10) 

の
当
日
に
は
同
時
に
社
人
達
に
宮
洗
・
草
取
・
掃
除
等
を
さ
せ
、
社
家
頭
取

よ
り
当
番
郷
士
年
寄
へ
「
宮
洗
届
」
を
申
出
で
、
後
日
当
番
郷
士
年
寄
、
掛

郷
士
年
寄
・
与
頭
・
横
目
よ
り
「
宮
洗
見
分
」
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

た
め
社
人
中
を
「
召
寄
」
せ
「
与
合
印
形
帳
」
（
「
一
向
宗
御
取
締
二
付
与
合

印
形
帳
」
・
「
一
向
宗
御
龍
方
二
付
与
中
掛
合
印
形
帳
」
な
ど
）
が
作
成
さ
れ

(12) 
こ。t
 

(
7
)
 

来
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
社
家
の
各
家
内
部
の
異
動
は
す
べ
て
社
家
頭
取



る。

社
家
の
継
目
・
継
目
養
子
成

固
社
家
の
継
目
や
継
目
養
子
成
に
関
し
て
は
右
の
社
家
の
悶
係
者
乃
至
当

(15〉

人
よ
り
社
家
頭
取
へ
顧
書
を
差
出
し
、
頭
取
は
次
書
を
添
え
て
当
番
郷
士

(16) 

年
寄
を
経
て
大
宮
司
役
所
へ
因
出
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
許
可
も
社
家
頭

(17) 

取
を
通
し
て
社
家
へ
達
せ
ら
れ
た
。
許
可
を
得
た
社
家
は
粧
目
御
受
の
釦

ら
推
察
す
る
と
社
家
頭
取
が
屈
書
を
吟
味
し
、
次
書
を
添
え
た
と
思
わ
れ

成
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
場
合
、
以
下
の
事
例
か

も
半
社
家
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
身
分
上
り
・
郷
士

a
 一

例
の
み
史
料
が
あ
る
。
天
保
几
年
に
平
社
家
は
郷
士
成
の
頴
を
し
た

翌

ら
し
い
力
そ
の
投
惣
大
宮
司
本
田
家
へ
祝
儀
の
た
め
守
屋
十
郎
太
（
会

人
の
嫡
男
）
ら
か
参
上
の
節
、
田
中
主
膳
（
社
人
）
も
「
社
家
之
身
分
上

(
M
)
 

リ
願
」
の
た
め
同
道
し
た
。
成
否
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
後

身
分
上
り

あ
る
。

あ
っ
た
。

史
料
は
乏
し
い
が
知
り
得
た
こ
と
を
列
挙
す
る
と
次
の
通
り
で

社
家
頭
取
は
そ
の
支
配
下
の
社
家
の
身
分
上
の
変
更
に
関
す
る
諸
願
書
を

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
屈
郷
士
の
一
者
察

受
付
け
、
吟
味
し
、
次
書
を
祟
付
し
て
夫
々
関
係
の
役
眠
に
頴
い
出
た
の
で

わ
た
り
指
示
し
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

第
三
十
四
巻

第一
1

一号
(18) 

礼
と
し
て
出
府
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

団
婚
姻
に
よ
る
転
出
（
ぷ
代
暇
）

婚
姻
に
よ
る
転
出
に
つ
い
て
も
社
家
よ
り
の
願
書
に
五
人
与
・
社
家
頭

(19〉

取
（
代
宮
司
・
検
校
）
の
次
書
を
以
て
郷
士
年
寄
へ
頴
出
た
。

固て
見
分
・
督
促
し
、
そ
の
時
期
を
失
し
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
た
。
訓
述
の

如
く
牲
家
も
農
業
に
従
事
し
て
い
た
の
で
、
右
の
役
職
よ
り
社
家
頭
収
に
督

(20) 

励
、
指
示
す
る
こ
と
あ
り
、
ま
た
社
家
頭
取
も
社
人
を
召
寄
せ
、
或
は
触
を
以

(21) 

て
督
励
し
た
の
で
あ
っ
た
。
社
家
頭
取
は
社
家
の
農
亭
進
行
に
つ
い
て
報
告

を
受
け
遅
延
者
に
対
し
て
は
触
（
社
家
方
ふ
れ
）
を
以
て
督
促
し
た
の
で
あ

(22) 

っ
た
。
或
は
社
人
中
に
対
し
時
に
「
星
合
」
を
と
っ
て
確
実
な
遂
行
を
期
し

(23) 

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
単
に
時
期
の
督
促
の
み
で
な
く
農
事
全
般
に

未
進
の
督
促

6
 社

家
の
年
貢
・
賦
諜
金
の
末
進
に
つ
い
て
は
社
家
頭
取
よ
り
督
促
し
、
そ

の
納
付
を
命
じ
た
。
こ
と
に
「
舎
人
日
恨
」
に
頻
繁
に
見
え
る
の
は
惣
掛
り

の
打
起
・
仕
付
．
下
持
・
田
柏
・
実
植
・
草
取
・
刈
取
•
取
納
等
々
に
つ
い

一
般
に
農
業
に
関
し
て
は
迎
方
検
者
・
郷
士
年
寄
・
郡
見
廻
等
よ
り
田
坦

勧

農

八
六
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〔
惣
掛
紛
〕
の
未
進
で
あ
る
。
惣
掛
り
の
実
態
は
未
だ
明
ら
か
に
し
て
い
な

(24)

（

25) 

い
が
、
文
字
通
り
惣
て
の
人
別
に
課
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
社
家
に
も
賦
課
さ

6
 

れ
た
の
で
、
社
家
頭
取
よ
り
そ
の
納
付
期
日
を
申
渡
し
た
が
、
屡
々
未
進
の

者
が
出
た
た
め
、
社
家
頭
取
よ
り
郷
士
年
寄
に
対
し
そ
の
期
限
の
延
期
を
申

(27)

（

28) 

出
る
と
共
に
、
未
進
者
に
は
納
付
を
督
促
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
未
進
者

(29) 

当
人
よ
り
納
付
出
来
な
い
時
に
は
、
そ
の
親
類
・
与
中
を
「
召
寄
」
せ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
未
進
者
に
代
っ
て
納
付
す
る
よ
う
命
じ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

社
家
の
諸
事
件
の
処
理

9

9

 7
 社

家
に
起
き
た
諸
事
件
に
関
し
社
家
頭
取
は
報
告
を
受
け
、
事
件
を
龍
明

(30)

（

31)

（

32) 

し
、
処
置
を
申
渡
し
た
。
ま
た
宥
免
の
願
を
受
け
た
。
社
家
頭
取
の
も
と
に

中
か
ら
請
書
を
出
し
、
社
家
頭
取
も
請
書
や
願
書
に
次
書
を
な
す
こ
と
も
あ

(33) 

っ
た
。
或
は
所
役
よ
り
社
人
に
「
御
用
」
の
場
合
、
社
家
頭
取
が
そ
の
社
人

(34) 

を
召
列
れ
出
会
す
る
よ
う
促
さ
れ
た
〔
実
際
に
は
社
家
の
中
か
ら
名
代
を
出

す
こ
と
が
多
い
〕
。
ま
た
社
家
間
の
争
論
を
代
宮
司
・
検
校
も
立
会
の
上
処

(35) 

理
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

非
常
の
際
の
召
寄

⑧
 社

家
頭
取
は
社
頭
近
辺
の
出
火
や
大
風
・
洪
水
の
際
に
は
社
人
を
召
寄
せ

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

は
社
人
や
親
類
が
出
入
し
、
事
の
処
理
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
親
類
・
与

る。
(36) 

た
し
、

八
七

前
掲
『
社
家
中
勤
方
控
』
に
も
社
人
の
駈
付
の
義
務
を
示
し
て
い

註
(

1

)

守
屋
雄
次
郎
家
文
書
。

(

2

)

た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」
に
、
『
今
晩
社
中
召
寄
、
麻
袴
二
而
仰

出
広
方
い
た
し
候
、
例
年
之
通
請
害
印
形
取
い
た
し
候
事
』
（
天
保
九

年
戌
六
月
九
日
）
、
『
今
晩
社
人
召
寄
、
廻
文
之
趣
申
渡
侯
事
』
（
弘

化
三
年
午
十
二
月
廿
七
日
）
、
『
今
晩
社
人
中
召
寄
、
此
節
被
仰
渡
候

酒
席
之
勝
負
御
差
留
之
段
申
渡
候
事
』
（
弘
化
五
年
申
七
月
十
九
日
）

な
ど
。

此
の
場
合
郷
士
社
家
は
特
殊
な
場
合
以
外
は
「
召
寄
」
せ
ら
れ
て
い
な

い
（
郷
士
と
し
て
伝
達
を
受
け
る
か
ら
）
°
必
要
な
場
合
は
請
書
•
印
形

を
と
ら
せ
に
社
人
を
遣
わ
し
た
。
た
と
え
ば
『
今
晩
社
人
中
召
寄
、、、

城
山
取
締
五
人
与
印
形
為
致
候
、
左
侯
而
今
晩
か
明
朝
二
相
掛
上
田

、
、
、
、
、
、
、
、

氏
・
守
屋
氏
印
形
申
請
、
明
朝
ハ
与
頭
山
之
内
六
郎
太
殿
に
差
出
侯

、
、
、
、
、

様
、
有
馬
源
太
夫
に
申
付
侯
事
』
（
天
保
十
年
亥
正
月
十
四
日
）
。

(

3

)

文
化
五
年
辰
二
月
朔
日
「
御
条
書
聴
聞
星
合
帳
」
な
ど
の
史
料
が

残
っ
て
い
る
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
書
）
。

(

4

)

前
註
(

1

)

参
照
。
ま
た
安
政
六
年
未
六
月
「
諸
御
取
締
与
中
掛
合

印
形
帳
」
な
ど
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
書
）
。

(

5

)

た
と
え
ば
弘
化
四
年
十
月
に
軍
制
改
革
、
十
一
月
軍
役
高
改
正
が

第
三
十
四
巻

第
三
号



な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
次
の
如
く
見
え
る
。

『

未

十

月

晦

日

一
、
・
・
・
今
晩
五
ツ
時
帰
侯
而
、
社
人
ふ
れ
召
呼
、
明
後
二
日
朝
社
人

（
田
中
）

御
用
申
渡
、
十
八
召
呼
候
事
、

未
十
一
月
一
一
日

、
、
、

一
、
今
朝
社
人
中
相
揃
侯
二
付
、
御
軍
役
御
用
申
渡
、
銘
々
差
出
相

認
呉
、
為
致
印
形
、
帳
面
当
番
郷
士
年
寄
大
田
恕
兵
衛
殿

rz差
出

候
』
（
「
舎
人
日
帳
」
）
。

(
6
)

秀
村
「
薩
摩
藩
に
お
け
る
宗
門
手
札
改
と
一
向
宗
禁
制
」
（
『
九
州

文
化
史
研
究
所
紀
要
』
第
一
―
号
）
。

(

7

)

た
と
え
ば
『
社
家
宗
門
手
札
内
改
と
し
て
掛
郷
士
年
寄
内
之
浦
治

（
凍
）

兵
衛
殿
・
書
役
守
屋

L-・
郡
山
八
左
衛
門
・
富
山
新
十
郎
・
峯
崎
口

助
九
ツ
半
時
分
被
参
候
、
・
・
・
尤
今
晩
五
＿

11一
時
分
引
取
二
而
侯
、
一

日
相
済
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
九
年
戌
四
月
廿
―
―
一
日
）
。

(

8

)

た
と
え
ば
天
保
九
ー
｀
十
年
に
手
札
改
が
な
さ
れ
た
が
、
『
今
朝
河

野
多
仲
罷
出
候
二
付
、
柿
元
休
五
郎
井
富
山
村
之
金
次
郎
継
目
証
文

壮
左
謄
・
右
膳
名
替
証
文
為
持
、
札
改
会
所
に
差
出
候
』
（
「
舎
人
日

頷
」
天
保
十
亥
年
三
月
五
日
）
。

(

9

)

安
政
六

l
七
年
に
手
札
改
が
な
さ
れ
た
が
、
安
政
七
年
四
月
廿
六

日
に
『
平
社
家
手
札
改
張
一
冊
、
七
ツ
時
分
ふ
れ
切
通
仁
平
太
を
以
、

被
相
渡
侯
、
外
郷
士
社
家
帳
井
在
社
家
中

t
不
相
渡
侯
二
付
、
仁
平

薩
摩
落
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

(

1

0

)

「
舎
人
日
帳
」
よ
り
嘉
永
―

-
l五
年
累
年
の
史
料
を
引
用
す
る
。

総
合
し
て
大
要
が
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

、
、

嘉
永
―
―
年
『
一
、
九
ツ
時
分
か
日
高
利
兵
衛
相
穎
、
社
人
切
支
丹

改
帳
面
書
方
い
た
し
候
（
六
月
七
日
）
、
一
、
今
朝
五
ツ
時
、
日
高

、
、

利
兵
衛
頼
入
、
社
家
切
支
丹
改
其
外
書
方
い
た
し
候
、
九
ツ
時
相
済

、

、

、

、

、

、

候
、
四
ツ
時
江
口
善
之
進
寺
証
文
致
持
参
候
、
九
ツ
過
か
社
人
中
召

ヽ
‘
.

寄
、
宮
洗
い
た
し
候
（
六
月
九
日
）
、
一
、
八
ツ
半
時
分
か
御
仮
屋

、
、
、
、

へ
出
、
此
方
与
中
井
社
家
共
切
支
丹
宗
門
改
転
外
差
出
侯
（
六
月
十

日
）
f
o

(

1

1

)
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三
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四
巻
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太
を
以
相
渡
候
様
願
出
候
事
」
（
「
舎
人
日
帳
」
）
。

、
、

嘉
永
―
―
―
年
『
一
、
九
ツ
時
分
か
社
人
中
召
寄
、
致
宮
洗
、
晩
方
切
支

丹
改
井
所
取
締
請
書
為
致
印
形
候
、
六
ツ
半
相
済
候
事
（
六
月
九
日
）
。

嘉
永
四
年
『
一
、
九
ツ
時
か
社
人
中
召
寄
、
宮
洗
井
草
払
、
草
取
、

掃
除
為
致
、
切
支
丹
取
締
、
諸
取
締
為
致
印
形
候
、
尤
寺
証
文
取
揃

侯
事
（
六
月
六

E
)
』。

嘉
永
五
年
「
一
、
宮
洗
い
た
し
候
二
付
…
。
一
、
社
家
切
支
丹
改

方
い
た
し
諸
取
締
向
申
請
、
今
晩
印
形
取
桓
済
侯
事
（
六
月
九
日
）
。

（
河
野
）

多
仲
参
、
切
支
丹
改
帳
面
井
諸
取
締
請
書
相
渡
、
所
に
差
出
候
様
申
付

（
伊
）

候
事
、
一
、
高
帳
載
菜
出
井
切
支
丹
改
差
出
、
位
地
知
金
太
郎
位
頼

越
侯
事
（
六
月
十
日
）
』
。

た
と
え
ば
嘉
永
一
一
年
で
は
六
月
九
日
切
支
丹
改
、
宮
洗
、
六
月
十
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

与
中
衆

九
日
宮
洗
見
分
（
舎
人
日
帳
）
。

(

1

2

)

た
と
え
ば
弘
化
四
年
に
（
「
舎
人
日
帳
」
）
、

『

未

八

月

十

二

日

・
・
・
八
ツ
時
御
地
頭
仮
屋
御
用
有
之
、
差
越
侯
処
、
一
向
宗
取
締
二
付
、

社
家
中
与
合
印
形
帳
相
調
、
差
出
侯
様
、
掛
り
役
か
被
仰
出
、
七
ツ

半
時
分
帰
侯
、未

八
月
十
三
日

…
五
ツ
時
分
、
社
人
中
召
寄
、
一
向
宗
与
合
為
致
印
形
候
』

「
舎
人
日
帳
」
天
保
九
年
戌
壬
四
月
二
日
条
。

同
右
、
壬
四
月
九
日
条
。

(

1

3

)

 

(

1

4

)

 

(
1
5
)

継
目
養
子
成
の
願
の
例
を
挙
げ
る
と
（
守
屋
雄
次
郎
家
文
書
）
、

『

口

上

覚
戌
七
月
四
日

社
家
二
之
宮
勘
六
弟

一

札

年

三

拾

四

歳

二

之

宮

勘

兵

衛

（
弐
拾
八
歳
妻
、
七
歳
男
子
、
四
歳
・
弐
歳
娘
略
）

右
者
四
十
九
所
大
明
神
社
家
舗
司
祭
場
指
役
鎌
田
権
太
夫
事
、
天
保

九
年
戌
九
月
十
日
病
死
仕
、
直
男
子
無
御
座
、
同
月

□

五
日
跡
付
之

願
申
上
、
御
免
被
仰
付
置
候
二
付
、
右
之
勘
兵
衛
家
内
召
列
、
跡
目

、
、
、

養
子
成
御
免
許
被
仰
付
被
下
侯
様
、
御
申
上
可
給
儀
頼
存
候
、

組
頭
海
老
原
左
膳
⑲

右

同

河

野

多

仲

画

八
九

与

中

大

野

甚

助

⑮

右
同
有
馬
源
太
夫
⑮

右
同
二
之
宮
左
織
⑱

』

右
被
申
出
候
通
、
別
条
無
御
座
段
承
届
申
候
間
、
奉
願
通
神
職
継
目

養
子
成
御
免
許
被
仰
付
被
下
候
様
、
御
申
上
可
被
下
候
、
以
上

戌
七
月
四
日

社
家
御
頭
取
衆
中

〔
同
趣
意
に
て
、
二
之
宮
勘
六
よ
り
の
口
上
覚
、
与
中
の
次
書
あ
り
〕

右
の
よ
う
に
組
頭
と
兄
か
ら
夫
々
口
上
覚
が
出
さ
れ
、
五
人
与
中
が

次
書
し
て
社
家
頭
取
へ
申
出
た
が
、
実
際
の
過
程
は
次
の
通
り
で
あ

っ
た
。

『
戌
七
月
十
三
日

…
暮
時
分
大
野
甚
助
罷
出
、
鎌
田
権
太
夫
跡
養
子
願
書
差
出
侯
事
、

戌
七
月
廿
日

…
同
刻
（
八
ツ
時
）
日
高
利
兵
衛
参
侯
二
付
、
社
人
二
之
宮
勘
兵
衛

跡
付
養
子
願
書
清
書
書
替
口
頼
侯
、
今
晩
勘
兵
衛
召
呼
候
而
明
朝
印

判
致
借
方
、
持
参
候
様
申
付
候
事
、

戌
七
月
廿
一
日

今
朝
五
ツ
時
、
二
之
宮
勘
兵
衛
参
侯
二
付
、
跡
目
養
子
願
書
井
親
類

・
与
中
致
印
形
、
上
田
氏
・
守
屋
掃
部
印
形
為
貰
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」

嘉
永
三
年
）
か
く
親
類
・
与
中
さ
ら
に
代
宮
司
・
検
校
の
印
形
を
得

て
頭
取
よ
り
大
宮
司
役
所
へ
差
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
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薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

四
十
九
所
大
明
神
社
家

竺
一
月
廿
三
日

五
人
与
中
衆

右
申
出
候
通
、
別
条
無
御
座
候
間
、
奉
願
通
御
免
許
被
仰
付
被
下
侯

田

中

此

面

(

1

6

)

弘
化
五
年
七
月
十
九
日
守
屋
東
（
検
校
）
死
亡
後
、
七
月
晦
日
『
四

ツ
時
河
野
隼
人
参
、
守
屋
正
之
助
社
役
跡
目
願
書
差
出
侯
二
付
、
此

、

、

、

、

、

、

、

、

方
留
井
致
次
書
、
九
ツ
時
当
番
郷
士
年
寄
日
高
清
右
衛
門
殿
ね
致
持

参
差
出
侯
』
（
「
舎
人
日
隈
」
）
。

、
、
、

(

1

7

)

『
平
社
家
柿
元
浩
右
衛
門

l11捉
子
成
井
宮
下
村
・
富
山
村
在
社

、
、
、
、
、
、

家
弐
人
、
神
職
継
目
願
書
差
上
置
侯
処
、
御
証
文
二
相
成
候
問
、
御

受
御
礼
労
先
例
之
通
致
手
当
罷
出
侯
様
可
申
渡
旨
、
大
宮
司
役
所
か

被
仰
渡
、
今
早
朝
ふ
れ
召
呼
、
御
用
申
渡
侯
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天

保
九
年
戌
四
月
十
四
日
）
。

(

1

8

)

「
舎
人
日
帳
」
亮
永
二
年
酉
八
月
十
二
日
条
。
な
お
飢
註
(

1

7

)

参

照
。

(

1

9

)

史
料
は
一
例
の
み
で
あ
る
が
、

『

口

上

覚

高

山

札

年

三

拾

歳

娘

け

さ

右
者
私
娘
二
而
御
座
候
処
、
日
置
家
来
森
甚
六
嫡
子
森
袈
裟
四
郎
方

、
、
、
、

に
内
々
縁
与
仕
差
越
居
申
侯
二
付
、
永
代
御
暇
御
免
許
桜
仰
付
侯
様
、

御
申
上
可
給
儀
顆
存
侯
、
以
上
、

第
三
十
四
巻

第
三
号

様
、
御
申
上
被
下
度
奉
存
候
、
以
上
、

末
二
月
廿
一

1

一日

社
家
御
頭
取
衆
中

右
申
出
候
通
、
別
条
無
御
座
段
、
承
犀
甲
候
間
、
奉
願
通
永
代
御
暇

御
免
許
被
仰
付
被
下
候
様
、
被
仰
上
被
下
度
本
存
侯
、
以
上

未

二

月

廿

四

日

検

校

守

屋

掃

郎

代

宮

司

上

田

数

馬

社
家
頭
取
守
屋
舎
人

御

郷

士

年

寄

衆

中

』

、

、

、

、

、

、

、

(

2

0

)

た
と
え
ば
『
暮
六
ツ
時
分
、
上
之
薗
詰
地
方
検
者
旅
宿
>
V
z
郷
士
年

寄
柏
崎
善
右
衛
門
殿
が
対
家
頭
取
御
用
被
仰
渡
、
此
方
病
気
之
故
、

名
代
と
/
河
野
多
仲
差
遣
候
処
、
社
人
中
与
合
相
立
、
明
廿
日
か
明

七
ツ
時
毘
之
下
二
而
逢
星
合
、
田
之
草
取
い
た
し
、
来
ル
廿
四
日
限

粗
仕
舞
、
届
申
出
侯
様
可
巾
渡
旨
、
致
承
知
候
段
承
、
直
二
社
人

中
召
寄
申
渡
侯
、
社
家
中
一
組
二
而
致
取
方
筈
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」

天
保
十
五
年
辰
七
月
十
九
日
）
。
七
月
廿
四
日
に
は
社
人
二
之
宜
次

郎
を
遣
し
社
人
中
草
取
届
を
し
た
。

(
2
1
)た
と
え
ば
『
今
晩
そ
社
家
中
召
寄
：
•
前
田
村
余
高
仕
付
、
日
限
通

相
仕
舞
候
様
申
渡
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
九
年
戌
三
月
廿
一

九
〇

与
中

児

玉

衛

守

近

間

丹

宮

柿
元
半
右
衛
門
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、
、

日
）
。
『
ふ
れ
源
太
夫
に
来
ル
廿
日
限
、
田
打
起
井
来
ル
十
五
日
限
、

麦
蒔
入
方
相
触
候
様
申
達
候
事
』
（
同
上
、
弘
化
四
年
未
十
二
月
九

日
）
。

右
の
ふ
れ
は
「
社
家
方
ふ
れ
」
で
あ
り
、
弘
化
四
年
当
時
舎
人
は
郷

の
役
職
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
か
ら
右
は
社
家
頭
取
と
し
て
達
し
た

も
の
で
あ
る
。

(

2

2

)

た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
四
年
に
『
（
七
月
十
七
日
）
今
朝

臥
居
侯
処
、
二
之
宮
勘
左
衛
門
参
、
田
五
番
草
取
相
済
侯
由
、
申
出
侯

事
』
、
『
（
七
月
十
八
日
）
今
朝
六
ツ
半
柿
元
半
左
衛
門
参
、
田
地
五

マ
マ

番
草
取
相
済
侯
届
申
出
侯
事
』
『
（
七
月
十
八
日
）
今
朝
六
ツ
時
ふ
れ

（
鎌
田
）

休
八
郎
召
呼
、
田
五
番
草
取
催
促
い
た
し
候
事
』
。
〔
二
之
宮
・
柿
元

・
鎌
田
は
す
べ
て
社
家
で
あ
る
〕

、
、

(

2

3

)

た
と
え
ば
『
今
朝
社
人
中
弐
番
打
起
星
合
二
参
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」

嘉
永
四
年
亥
二
月
廿
―
―
―
日
）
、
『
今
晩
麓
社
人
共
召
呼
、
田
地
札
立
、

荒
く
れ
割
、
あ
せ
招

□

穂
敷
申
付
、
明
朝
尾
之
下
星
合
口
六
ツ
時
罷

出
候
様
申
付
侯
事
』
（
同
、
安
政
六
年
未
四
月
二
日
）
な
ど
。

(

2

4

)

『
鹿
児
島
県
史
』
第
二
巻
三
六
一
ー
ニ
頁
の
正
租
以
外
収
納
の
月

表
に
は
見
え
な
い
。

(

2

5

)

「
舎
人
日
帳
」
弘
化
五
年
申
四
月
六
日
に
『
今
朝
郷
士
年
寄
柏
原

、
、
、
、

善
右
衛
門
殿
ね
海
老
原
左
膳
此
方
名
代
と
／
差
越
候
処
、
人
別
壱
人

、
、
、
、
、
、
、
、

ニ
付
百
六
拾
九
文
掛
被
仰
渡
候
段
申
出
候
事
』
と
あ
り
、
後
日
の
記

薦
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

九

事
で
此
人
別
百
六
拾
九
文
の
賦
課
が
惣
掛
出
鉛
で
あ
る
こ
と
が
分
る

（
同
上
、
四
月
十
八
・
十
九
日
条
）
。
郷
に
お
い
て
は
「
惣
掛
取
揃
横

折
帳
」
が
作
成
さ
れ
（
同
上
、
天
保
六
年
未
十
一
月
廿
四
日
条
）
、

守
屋
泰
造
家
に
は
「
所
惣
掛
紛
与
中
取
揃
上
納
横
折
」
、
守
屋
雄
次

郎
家
に
は
「
此
節
人
別
惣
掛
り
出
分
取
調
横
折
」
・
「
惣
掛
リ
出
分
取

調
本
横
折
」
、
「
惣
掛
出
分
上
納
本
」
等
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。

な
お
郷
に
お
い
て
は
、
他
の
出
費
ヘ
一
時
「
惣
掛
」
を
取
替
え
る
こ

と
も
あ
っ
た
〔
惣
掛
方
取
替
〕
（
「
舎
人
日
帳
」
文
政
十
三
年
十
二
月

廿
二
日
、
天
保
四
年
正
月
二
日
条
な
ど
）
。

(

2

6

)

た
と
え
ば
『
今
朝
ふ
れ
衛
守
召
呼
、
来
ル
十
六
日
惣
掛
出
分
申
渡
、

廻
文
野
町
、
は
次
渡
候
…
』
（
「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
四
年
亥
七
月
十
一

日
）
。

（
江
脱
力
）

(

2

7

)

た
と
え
ば
『
四
ツ
時
分
月
番
郷
士
年
寄
内
之
浦
治
兵
衛
殿
所
行
候

而
、
…
…
惣
掛
未
進
来
ル
廿
日
限
延
申
出
侯
…
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天

保
十
一
年
子
十
月
十
一
日
）
。

(

2

8

)

た
と
え
ば
『
社
人
惣
掛
未
進
人
数
召
呼
、
催
促
い
た
し
候
』
（
「
舎

人
日
帳
」
天
保
十
一
年
子
十
月
四
日
）
。
な
お
『
今
晩
社
人
中
召
寄
、

、
、
、
、
、
、
、
、

丑
寅
卯
三
ケ
年
分
惣
掛
未
進
催
促
申
渡
侯
事
』
（
同
上
、
嘉
永
三
年

戌
十
月
十
二
日
）
と
あ
り
、
数
年
分
の
未
進
は
社
家
頭
取
の
も
と
で

立
替
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

2

9

)

 

た
と
え
ば
『
田
中
隼
人
惣
掛
未
進
一
件
二
付
、
親
類
与
中
今
朝
召
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寄
、
取
斗
方
申
付
侯
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
四
年
亥
二
月
廿
四

日
）
、
『
今
朝
六
ツ
半
、
ふ
れ
衛
守
召
呼
候
而
、
柿
一
冗
半
左
衛
門
御
用

申
渡
候
処
、
五
ツ
時
参
候
二
付
、
先
月
惣
掛
未
進
致
取
納
、
九
ツ
時

（
様
脱
力
）

カ
内
二
受
取
書
致
持
参
候
申
付
侯
：
・
・
・
・
今
晩
柿
元
半
左
衛
門
親
類
・

与
中
召
呼
侯
事
』
（
同
上
、
嘉
永
三
年
戌
六
月
廿
九

B
)。

(

3

0

)

た
と
え
ば
、
城
山
へ
の
出
入
の
漿
を
破
っ
た
者
が
あ
り
『
今
朝
社

家
共
召
呼
、
城
山
に
出
入
有
無
之
訳
、
致
紬
方
候
』
と
あ
り
（
同
上
、

天
保
六
年
末
十
二
月
朔
日
）
。

(

3

1

)

た
と
え
ば
、
事
件
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
次
の
如
く
処
置
し

た
。
『
今
日
八
ツ
時
分
、
社
人
大
野
村
尾
・
同
甚
助
・
有
馬
右
膳
．

、
、
、
、
、

近
間
丹
宮
罷
出
候
二
付
、
村
尾
・
甚
助
・
な
つ
親
類
預
申
渡
侯
事
』

（
同
上
、
天
保
九
年
戌
三
月
十
九
日
）
。

(

3

2

)

た
と
え
ば
社
人
海
老
原
正
右
衛
門
へ
『
漆
代
鹿
府
閉
屋
か
相
頼
一

件
』
に
つ
い
て
吟
味
・
般
明
し
、
蕊
土
両
人
よ
り
『
無
調
法
之
段
』

申
出
て
、
『
今
朝
中
村
金
五
か
社
人
正
右
衛
門
諮
書
被
差
出
侯
二
付
、

此
節
迄
ハ
願
通
致
宥
免
候
段
申
逹
候
事
』
と
あ
り
（
同
上
、
天
保
十

一
年
子
十
月
八
日
以
降
廿
三
日
ま
で
）
。

(

3

3

)

た
と
え
ば
『
今
朝
五
ツ
時
上
田
数
馬
相
招
、
児
玉
衛
守
競
類
・
与

中
召
呼
、
不
行
跡
之
諮
書
為
致
候
』
（
同
上
、
弘
化
五
年
申
十
月
廿

二
日
）
、
『
今
朝
四
ツ
過
有
馬
甚
八
参
、
児
玉
衛
守
不
行
跡
之
苫
書
差
出

候
二
付
、
次
書
認
、
致
印
形
、
上
日
数
馬
ね
相
頼
、
郷
士
年
寄
衆
に

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
屈
郷
土
の
一
考
察

第
三
十
四
巻

第
三
号

差
出
候
事
」
（
同
、
十
月
廿
―
―
一
日
）
。

ま
た
次
の
如
く
口
上
覚
に
次
書
を
な
し
て
い
る
〔
守
届
雄
次
郎
家
文

書
〕
。

『

「

文

政

四

年

巳

十

二

月

十

日

｀

二
之
宮
勘
十
誨
木
弐
本
殉
示
木
代
艮
上
納
年
府
願
出
井
請
取
届

社
家
頭
取
」

高
山

口
上
覚

辰
四
且
十
一
日
御
引
付
元

一
、
紛
弐
拾
貫
六
拾
壱
文

右
同
御
引
元

一

、

同

拾

―

―

一

貫

五

百

三

拾

六

文

右

同

人

内

弐

貫

文

去

辰

八

月

十

二

日

上

納

仕

立

申

候

壱

貫

文

当

巳

四

月

四

日

同

断

五

百

文

同

已

八

月

廿

六

日

同

断

差
引
残
而

銭

一

二

拾

貫

百

壱

文

不

納

方

但
壱
ケ
年
・
ニ
―

1

一
貫
文
ツ
、
当
巳
年
か
来
ル
[
卑
年
迄
拾
ケ
年

皆
納
毎
年
十
二
月
限
年
府
上
納
被
仰
付
被
下
度
奉
願
候

右
者
二
之
宮
勘
十
事
先
年
桐
木
弐
本
抑
示
伐
仕
―
一
無
謡
法
ニ

属
得
洪
〗

付
、
本
木
代
艮
ヲ
上
納
仕
侯
様
、
御
引
付
被
仰
付
＇
、
極
貧

者
二
而
、
何
様
才
覚
仕
候
而
も
調
達
相
調
不
申
候
二
付
、
錢
斗
リ
内

九

社
人
二
之
宮
勘
十

library
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（
二
字
読
め
ず
）

上
納
仕
立
申
侯
、
然
処
此
節
□

□

二
も
皆
上
納
仕
候
様
、
祠
敷
被
仰

渡
侯
処
承
知
仕
、
当
人

t
勿
論
親
類
私
共
迄
も
精
々
調
達
方
之
手
段

仕
侯
得
共
、
至
而
極
貧
者
之
事
御
座
侯
得

t
、
調
達
方
相
調
不
申
候
、

依
之
恐
至
極
奉
存
儀
候
得
共
、
前
文
申
上
侯
通
、
年
府
上
納
御
免
被

仰
付
被
下
度
、
左
侯
ハ

A

賃
取
稼
本
之
由
を
以
、
年
々
上
納
為
仕
拾

ケ
年
限
堅
固
二
皆
上
納
為
仕
度
奉
存
候
間
、
奉
願
通
御
免
許
被
仰
付

被
下
候
様
被
仰
上
被
下
度
奉
願
候
、
以
上

已
十
二
月
十
日

社
家
御
頭
取
衆
中

右
之
通
願
申
出
趣
、
別
条
無
御
座
段
、
承
届
申
候
間
、
奉
願
通
年
府

上
納
御
免
許
被
仰
付
被
下
侯
様
被
仰
上
被
下
度
奉
存
候
、
以
上
、

巳

十

二

月

十

日

社

家

頭

取

守

屋

弾

正

印

郷
士
年
寄
衆
中

御
役
人
衆
中

山
方
掛

(

3

4

)

た
と
え
ば
『
二
之
宮
勘
兵
衛
に
当
番
郷
士
年
寄
衆
か
御
用
有
之
由

二
而
、
此
方
か
召
列
、
八
ツ
時
御
地
頭
仮
屋
へ
罷
出
候
様
致
承
知
候

…
』
（
『
舎
人
日
帳
』
弘
化
四
年
未
二
月
四
日
）
。
父
（
弾
正
）
の
名

代
と
し
て
舎
人
が
出
向
い
た
こ
と
も
あ
る
ー
＇
『
社
人
有
馬
袈
裟
八
事

座
敷
内
徘
徊
被
仰
付
、
囲
出
方
と
/
月
番
郷
士
年
寄
大
田
善
兵
衛
殿

•
横
目
児
嶋
孫
八
殿
・
日
高
新
左
衛
門
殿
被
差
越
侯
二
付
、
拙
者
社

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

b,  

親
類
鎌
田
清
之
丞
印

右

同

木

原

太

郎

印

九

（
守
屋
弾
王
）

家
頭
取
名
代
と
／
、
暮
六
ツ
時
分
御
地
頭
仮
屋
か
同
道
二
而
差
越
候
、

親
類
共
に
仰
渡
之
趣
被
申
聞
、
囲
出
有
之
候
事
』
（
同
上
、
文
政
十

三
年
寅
六
月
廿
五
日
）
。

(

3

5

)

た
と
え
ば
『
社
人
二
之
宮
勘
十
・
有
馬
次
郎
争
論
之
儀
有
之
、
勘

十
事
隠
居
故
、
家
督
勘
六
か
申
出
趣
有
之
、
当
人
井
双
方
親
類
与
中

（
守
屋
）

召
寄
侯
上
、
上
田
氏
出
会
、
今
朝
致
龍
方
候
得
共
、
東
出
会
無
之
、

今
日
休
ミ
置
侯
事
』
（
同
上
、
天
保
十
二
年
丑
六
月
廿
三
日
）
、
『
今

朝
上
田
数
馬
・
守
屋
東
出
会
之
上
、
勘
十
井
次
郎
、
親
類
・
与
中
召

寄
、
龍
方
之
上
、
勘
十
方
泣
申
断
、
其
上
向
後
面
働
不
罷
成
様
、
尤

禁
酒
之
訳
請
害
差
出
候
様
、
次
郎
親
類
・
与
中
に
申
付
候
事
』
（
同
、

六
月
廿
四
日
）
。

、
、

(

3

6

)

た
と
え
ば
『
（
文
久
二
年
）
戌
五
月
朔
日
、
雨
天
洪
水
、
一
、
八

、
、

ツ
半
時
分
、
宮
之
谷
破
損
二
而
、
社
人
中
其
外
鐘
貝
二
而
召
寄
侯
』

と
見
え
（
同
上
）
、
嘉
永
三
年
戌
八
月
七
日
は
『
無
類
之
大
風
』
で

あ
っ
た
が
、
翌
日
は
『
今
朝
六
ツ
過
、
社
人
中
召
寄
、
宮
取
始
抹
為

致
侯
』
と
あ
り
（
同
上
）
。

的
な
（
藩
制
上
の
）
支
配
・
従
属
の
関
係
が
あ
っ
た
が
、
同
時
に
生
活
諸
般

に
わ
た
る
保
護
・
依
存
・
奉
仕
の
関
係
も
あ
っ
た
。
社
家
頭
取
守
屋
家
は
上

第
三
十
四
巻

__,__ 

ノ‘

第
三
号

前
節
で
窺
っ
た
よ
う
に
社
家
頭
取
と
社
家
こ
と
に
平
社
家
と
の
間
に
は
公



規
模
の
手
作
地
主
・
抱
地
支
配
の
地
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
頻
る
べ
き
有
力
な

家
で
あ
っ
た
。
平
社
家
の
経
済
的
某
盤
は
薄
弱
で
あ
っ
た
か
ら
、
生
活
上
の

保
設
を
社
家
頭
取
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
社
家
頭
収
の
家
も

平
社
家
の
家
々
も
夫
々
世
襲
で
あ
り
、
多
く
は
Q

各
村
の
代
宮
司
を
除
い
て
）

麓
の
四
十
九
所
大
明
神
の
近
辺
に
（
と
く
に
守
屋
家
の
所
在
す
る
宮
馬
場
）

(
1
)
 

同
じ
「
馬
場
中
」
（
近
隣
団
体
）
に
属
し
て
お
り
、
家
と
家
の
相

居
住
し
、

互
閾
係
は
長
い
年
代
に
わ
た
り
密
接
で
あ
っ
た
。
各
村
の
代
宮
司
も
居
住
は

離
れ
て
い
て
も
密
接
な
関
係
は
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

2

)

(

3

)

 

か
く
て
守
屋
家
は
こ
れ
ら
平
社
家
を
同
家
の
農
業
や
家
内
の
諸
雑
事
労
働

に
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
た
と
え
労
働
日
数
は
少
く
と
も
守
屋
家
の
労
働
組

織
の
一
構
成
要
素
を
な
し
て
い
た
。
こ
と
に
彼
等
が
下
人
と
共
に
同
じ
労
働

(
5
)

〔

6
)

に
た
づ
さ
わ
り
、
ま
た
隙
奉
公
1
1
日
雇
下
人
〔
日
厖
〕
と
し
て
其
銭
を
与
え

っ
7
)

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
社
家
の
二
三
男
が
下
人
と
し
て
守
屋
家
に
奉
公

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
或
は
西
田
の
田
舎
社
人
川
野
家
の
ご
と
く
守
屋
家
と

預
ケ
牛
馬
襲
係
が
あ
り
（
削
述
）
、

ま
た
社
人
河
野
多
仲
の
如
く
守
屋
家
の

(
9
)

（

10) 

家
内
の
小
雑
事
の
み
で
な
く
、
種
々
の
場
合
に
相
談
に
預
り
、
名
代
を
勤
め
、

(11)

（

12) 

諸
所
に
使
し
、
ま
た
酒
宴
の
「
庖
丁
人
」
を
頼
ま
れ
る
な
ど
、
始
終
守
屋
家

層
郷
士
の
一
っ
で
郷
士
年
寄
・
与
頭
を
勁
め
、
門
領
主
で
あ
る
と
共
に
相
当

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

第
三
十
四
巻
第
一
二
号

e13) 

に
出
入
し
て
い
た
者
も
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
河
野
多
仲
に
限
ら
れ
る
も

の
で
な
く
、
む
し
ろ
多
少
と
も
社
人
は
守
屋
家
の
労
働
組
織
の
一
環
と
し
て

存
在
し
、
さ
ら
に
広
く
守
屋
家
を
め
ぐ
る
広
汎
な
社
会
閲
係
の
中
で
「
コ
プ

(14) 

ン
」
と
し
て
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(15) 

社
家
か
ら
折
目
々
々
に
守
屋
家
へ
祝
儀
に
来
た
り
、
五
月
の
粽
加
勢
（
粽

(

1

6

)

(

1

7

)

 

作
り
）
・
家
作
の
際
に
加
勢
を
な
し
、
盆
の
前
に
盆
道
作
り
・
庭
草
取
り
を

奉
仕
ぃ
‘
或
は
田
舎
社
人
が
野
菜
・
薪
を
届
m
‘
こ
と
に
ホ
ゼ
（
九
月
十
九

日
、
四
十
九
所
の
大
祭
）
の
前
に
垣
骨
訥
（
垣
結
い
）
ー
『
缶
普
詰
と
／
田

(20)

〈
叫
）

企
社
人
罷
出
加
募
い
た
し
候
事
』
・
『
田
舎
社
人
不
残
垣
普
請
加
磐
受
候
事
』

(

2

2

)

(

2

3

)

 

と
見
え
る
如
く
加
勢
が
な
さ
れ
、
ま
た
年
末
に
は
箸
か
き
（
箸
け
づ
り
）
に

も
来
た
こ
と
は
社
家
頭
取
ー
社
家
の
親
方
・
子
方
閃
係
を
明
ら
か
に
不
し
て

し
た
が
っ
て
社
家
が
生
活
の
諸
部
面
に
わ
た
り
守
歴
家
に
依
存
す
る
こ
と

(26) 

2
 

（幻）

も
多
く
、
米
銭
を
借
用
し
、
思
を
借
り
、
唐
芋
の
苗
を
貰
い
ま
た
社
家
の

(28) 

家
内
部
の
緒
事
や
社
人
間
の
争
論
に
あ
た
っ
て
守
屋
家
に
相
談
し
、
守
屋
家

よ
り
も
そ
の
処
理
を
配
応
・
指
図
し
た
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
守
尻
家
に
は

(29) 

常
日
頃
よ
り
社
家
の
家
内
部
の
些
事
ま
で
知
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
社
人
を
召
使
っ
た
給
分
と
し
て
守
屋
家
よ
り
邸
土
の
家
を
買
入
れ
、
こ

い
る
の
で
あ
る
。

九
四
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註

(30) 

れ
を
引
直
し
て
建
て
て
や
り
、
或
は
正
月
の
「
神
狩
」
に
獲
た
猪
を
祭
の
後

31) 

に
社
家
に
分
配
し
た
の
も
守
屋
家
と
社
家
と
の
密
接
な
生
活
関
連
を
物
語
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
社
家
頭
取
と
社
家
の
間
の
親
方
・
子
方
関
係
と
藩
制
上
の
支
配
・

従
属
関
係
は
い
づ
れ
が
根
源
的
で
、
他
が
そ
れ
に
伴
な
い
形
成
さ
れ
・
制
度
化

さ
れ
た
も
の
か
、
社
家
組
織
を
そ
の
初
期
か
ら
考
察
す
る
史
料
を
欠
く
の
で

何
と
も
い
え
な
い
が
、
い
づ
れ
に
せ
よ
相
互
に
作
用
し
、
規
定
し
て
近
世
後

期
に
は
制
度
的
に
も
一
応
整
備
さ
れ
、
生
活
上
に
も
家
と
家
の
密
接
な
関
連

が
持
続
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
藩
制
上
の
社
家
組
織
は
か
か
る

親
方
・
子
方
関
係
に
よ
っ
て
内
面
的
に
支
え
ら
れ
て
機
能
し
得
た
よ
う
に
お

も
わ
れ
る
。

(

1

)

馬
場
中
で
は
馬
場
寄
（
「
舎
人
日
帳
」
弘
化
四
年
未
三
月
八
日
条
）

を
な
し
、
水
神
講
（
同
、
文
政
十
三
年
寅
八
月
十
五
日
条
）
、
馬
場

火
鎮
祈
疇
（
同
、
天
保
十
二
年
丑
五
月
十
七
日
条
）
、
疫
病
除
祈
疇
．

牛
馬
疫
病
除
祈
醇
（
同
、
嘉
永
三
年
戌
六
月
廿
三
日
、
七
月
朔
日
条
）
、

斉
（
同
、
嘉
永
―
―
―
年
戌
九
月
六
日
条
、
嘉
永
五
年
子
二
月
晦
日
条
）
、

馬
斉
（
同
、
天
保
十
四
年
卯
六
月
廿
六
日
条
）
、
餅
踏
の
餅
配
り
（
同
、

安
政
六
年
十
月
廿
四
日
条
）
、
夜
廻
（
同
、
嘉
永
四
年
亥
五
月
十
日

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

条
）
を
な
し
た
。
馬
場
中
に
つ
い
て
は
別
稿
に
取
扱
う
予
定
で
あ
る

（大野）

(

2

)

た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」
に
よ
る
と
、
『
甚
助
雇
入
午
房
蒔
、
だ

つ
き
よ
う
植
杯
為
致
侯
』
（
弘
化
五
年
申
八
月
廿
一
日
）
、
『
丸
田
牧

（二之宮）

大
蕪
青
子
作
入
と
／
甚
助
頼
入
、
勘
次
郎
同
道
二
而
今
朝
遣
候
事
』

（鎌田）

（
同
十
月
八
日
）
、
『
九
ツ
時
分
休
八
郎
籾
麦
干
二
参
候
』
（
嘉
永
四
年

七
月
廿
九
日
）
な
ど
そ
の
例
は
多
い
。

(

3

)

「
舎
人
日
帳
」
に
よ
る
と
、
『
九
ツ
半
か
左
膳
相
頼
、
木
臼
ノ
歯
切

い
た
し
候
事
』
（
弘
化
五
年
申
八
月
十
一
日
）
、
『
左
膳
相
頼
入
、
致

（河野）

髪
結
候
事
』
（
同
八
月
十
七
日
）
、
『
多
仲
相
頼
畳
替
い
た
し
侯
』
（
同

九
月
十
二
日
、
十
四
日
）
、
『
鵜
戸
参
詣
と
／
河
内
頭
差
越
候
、
乗
馬

牽
と
/
休
八
郎
召
列
候
』
（
嘉
永
二
年
酉
十
一
月
六
日
）
、
そ
の
ほ
か
、

お
や
し
（
大
豆
の
モ
ヤ
シ
）
漬
方
、
茶
焙
、
家
作
、
医
者
迎
え
、
看

病
、
嶽
よ
り
の
湯
取
（
温
泉
の
湯
を
薬
治
の
た
め
）
、
各
地
へ
の
従

者
な
ど
。

(

4

)

秀
村
「
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
士
の
労
働
組
織
」
（
『
近
世
日
本

の
経
済
と
社
会
』
）
三
四
五
頁
。

、
、

(

5

)

た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」
に
『
社
人
＿

11-井
下
人
共
四
人
千
町
田

植
田
下
地
と
し
て
遣
候
』
（
天
保
九
年
戌
五
月
九
日
）
、
『
今
日
嶽
に

、
、
、
、
（
社
人
・
ニ
之
宮
）

湯
取
と
/
五
社
之
市
・
勘
次
郎
遣
候
事
」
（
嘉
永
二
年
酉
―
―
―
月
廿
七

日
）
な
ど
、
五
社
之
市
は
分
家
（
ウ
ェ
、
五
社
馬
場
）
の
下
人
市
太

郎
の
こ
と
で
あ
る
。

第
三
十
四
巻

第
三
号

九
五



(

6

)

秀
村
「
幕
末
薩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
と
永
代
下
人
」
（
『
土
地
制

度
史
学
』
創
刊
号
）
四
六
・
七
頁
。
な
お
同
「
近
世
日
本
雇
用
史
資

料
（
そ
の
一
一
）
（
『
経
済
学
研
究
』
第
二
七
巻
六
号
）
も
参
照
。

(

7

)

前
述
の
②
奉
公
の
項
〔
七
六
頁
〕
参
照
。

(

8

)

秀
村
「
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
土
の
労
働
組
織
」
―
l

]

I

―
―
二
頁
。

(

9

)

た
と
え
ば
「
今
朝
多
仲
召
呼
、
左
謄
山
買
方
粗
談
い
た
し
侯
」

（
「
舎
人
日
脹
」
天
保
十
一
年
子
十
二
月
九
日
）
、
相
談
に
限
ら
ず
『
…

多
仲
参
候
、
一
刻
相
咄
侯
事
」
等
の
文
言
は
多
い
。

(

1

0

)

前
述
〔
た
と
え
ば
八
八
頁
註

(20)
〕
参
照
。
出
府
の
名
代
も
多

い
。
ま
た
必
ず
し
も
名
代
で
な
い
が
、
寺
社
方
検
者
の
高
山
差
入
の

際
に
守
屋
家
よ
り
河
野
多
仲
を
下
役
に
付
け
る
場
合
も
多
い
。

(

1

1

)

た
と
え
ば
『
河
野
多
仲
今
日
姶
良
馬
医
に
遺
候
、
薬

l

―
―
貼
貰
候
事
」

（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
五
年
辰
六
月
十
六
日
）
。

、
、
、

(

1

2

)

た
と
え
ば
『
乙
名
祝
と
/
勘
左
衛
門
・
小
太
郎
・
勘
太
郎
罷
出
、

多
仲
包
丁
力
相
伴
い
た
し
侯
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
二
年
丑
正

月
四
日
）
。
乙
名
祝
の
包
丁
人
の
例
は
き
わ
め
て
多
い
。

(

1

3

)

河
野
多
仲
に
つ
い
て
は
、
秀
村
「
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
士
の

労
働
組
織
」
三
三
五
頁
も
参
照
せ
よ
。

(

1

4

)

川
上
の
田
舎
社
人
柿
元
家
の
内
神
の
御
神
体
に
は
中
央
に
「
川

上
坐
猿
田
毘
古
大
神
、
柿
元
家
氏
神
物
部
神
社
可
美
真
手
命
」
と
あ

り
、
同
家
で
は
ウ
ッ
ガ
ン
サ
ー
を
「
モ
ノ
ベ
ジ
ン
サ
ー
」
と
云
っ
て
い

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

第
三
十
四
巻

第
三
号

る
。
物
部
神
社
は
守
屋
家
の
内
神
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
も
守
屋
家

の
コ
プ
ン
と
し
て
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(

1

5

)

た
と
え
ば
正
月
五
日
に
『
八
ツ
時
分
、
近
間
衛
守
・
同
丹
宮
祝
儀

と
し
て
参
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
年
）
、
五
月
五
日
に
『
今

朝
社
人
中
罷
出
侯
、
尤
親
類
中
祝
儀
客
有
之
侯
事
』
（
同
上
、
天
保

十
二
年
）
な
ど
。

(

1

6

)

粽
作
り
は
普
通
五
月
四
日
に
な
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」

（
有
馬
）

弘
化
五
年
に
は
『
粽
加
勢
と
/
今
閤
四
ツ
時
か
源
太
夫
参
候
』
（
五
月

四
日
）
と
あ
り
、
な
お
『
江
曲
代
宮
司
か
も
ま
こ
も
参
候
』
（
五
月
三

日
）
と
見
え
る
。
嘉
永
頃
か
ら
は
粽
加
勢
は
女
婿
（
津
曲
仲
助
）
に

か
わ
っ
て
い
る
（
秀
村
、
前
掲
「
労
働
組
織
」
三
四

0
頁
）
。

(

1

7

)

た
と
え
ば
嘉
永
―
―
―
年
十
月
の
家
作
に
お
い
て
『
今
晩
社
人
四
人
加

勢
請
、
家
作
細
調
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
稟
永
一

1

一
年
戌
十
月
十
五

日
）
。

（
盆
）

(

1

8

)

た
と
え
ば
『
今
朝
四
ツ
半
時
分
梵
適
作
り
と
／
福
見
四
郎
参
侯

而
、
相
仕
舞
、
九
ツ
半
時
分
帰
掛
、
又
；
参
侯
二
付
、
庭
草
取
加
勢

受
侯
事
』
（
同
右
、
弘
化
五
年
申
七
月
十
一
一
日
）
。

(

1

9

)

た
と
え
ば
『
今
朝
五
ツ
迅
福
見
四
郎
薪
負
駄
付
越
呉
候
」
（
同
右
、

嘉
永
三
年
戌
九
月
十
八
日
）
、
『
四
ツ
時
川
野
善
之
丞
戸
口
迄
参
、
野

菜
貢
と
/
参
候
事
』
（
同
上
、
嘉
永
四
年
亥
五
月
四
日
）
。

念

20)

「
舎
人
日
帳
」
安
政
二
年
卯
九
月
十
六
日
。
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(

2

1

)

同
右
、
安
政
三
年
辰
九
月
十
六
日
。

(

2

2

)

垣
普
請
の
加
勢
に
つ
い
て
は
、
秀
村
、
前
掲
「
労
働
組
織
」
三
四

0
ー
一
頁
参
照
。

(

2

3

)

 

た
と
え
ば
『
今
晩
箸
か
き
い
た
し
侯
、
大
工
三
人
井
成
合
権
四
郎

•
源
次
郎
・
正
右
衛
門
頼
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
二
年
十
二
月

七
日
）
。
右
の
う
ち
成
合
は
郷
士
社
家
、
源
次
郎
は
社
人
河
野
源
次

郎
（
同
上
、
天
保
九
年
戌
四
月
十
四
日
条
）
。
正
右
衛
門
も
社
人
（
海

老
原
）
で
あ
ろ
う
（
同
上
、
天
保
十
二
年
丑
五
月
廿
日
条
、
十
四
年

三
月
十
九
日
条
参
照
）
。

（
近
間
）

(

2

4

)

た
と
え
ば
「
舎
人
日
帳
」
に
『
八
ツ
時
分
衛
守
米
杯
か
り
二
参
候
』

（
嘉
永
二
年
酉
九
月
十
八
日
）
、
『
八
ツ
過
時
分
か
福
見
四
郎
米
借
二

参
、
今
晩
帰
侯
』
（
嘉
永
三
年
戌
六
月
廿
七
日
）
、
『
七
ツ
時
隼
人
参

（鉛）

侯
、
越
中
薬
代
分
為
見
当
、
借
用
之
願
申
出
候
二
付
、
無
出
入
払
候

事
』
（
万
延
二
年
酉
六
月
―
―
日
）
等
と
見
え
る
。

（
河
野
）

(

2

5

)

『
今
朝
多
仲
に
馬
か
し
候
事
』
（
「
舎
人
日
帳
」
天
保
十
一
年
子
四

月
＋
1

1

日
）
。
此
の
場
合
は
前
述
の
預
ケ
馬
と
は
異
る
と
お
も
う
。

(

2

6

)

『
今
朝
四
ツ
過
福
見
四
郎
唐
芋
苗
貰
二
参
侯
』
（
同
右
、
弘
化
五
年

申
六
月
六
日
）
。

(

2

7

)

次
例
は
社
人
の
養
女
に
つ
い
て
代
宮
司
・
検
校
と
共
に
吟
味
し
て

い
る
ー

『
今
朝
上
田
数
馬
・
守
屋
東
差
寄
之
上
、
有
馬
右
膳
貰
娘
親
元
に
引
取

薩
摩
藩
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

九
七

一
件
致
吟
味
候
、
…
田
中
主
膳
妻
同
道
二
而
、
有
馬
右
膳
夫
婦
罷
出

候
、
福
見
四
郎
貰
請
候
礼
分
二
而
候
事
』
（
同
右
、
天
保
十
二
年
丑

二
月
十
五
日
）
。
ま
た
社
人
の
家
族
の
怪
我
の
看
護
に
つ
い
て

『
大
野
村
尾
娘
な
ツ
今
朝
致
怪
我
候
段
、
海
老
原
正
右
衛
門
か
承
侯

事
』
（
同
右
、
天
保
十
二
年
五
月
廿
日
）
と
あ
り
、
『
大
野
甚
助
姉
な

ツ
不
気
揃
様
有
之
、
甚
助
壱
人
二
而
夜

3
番
難
調
筋
二
親
類
河
野
多

仲
を
以
申
出
侯
二
付
、
親
類
与
中
申
談
、
夜
:
之
番
致
侯
様
、
最
寄

之
人
数
に
直
二
申
付
侯
、
遠
在
之
儀
ハ
明
日
御
用
申
渡
置
候
事
』
（
五

月
廿
六
日
）
。

(

2

8

)

前
節
註
(

3

5

)

参
照
。

（狂）

(

2

9

)

た
と
え
ば
『
今
晩
有
馬
次
郎
事
、
兄
衛
守
所
に
差
越
、
酔
託
い
た

し
候
段
、
申
出
候
事
』
（
『
舎
人
日
帳
』
嘉
永
二
年
酉
九
月
廿
日
）
。

有
馬
次
郎
に
つ
い
て
は
前
節
註
(

3

4

)

参
照
。

(

3

0

)

『
今
日

t
大
工
屋
ね
筵
塁
迄
拾
六
人
二
而
、
社
人
勘
次
郎
召
仕
候
、
給

分
と
/
買
入
置
候
居
家
、
切
通
強
兵
衛
所
か
引
直
、
立
方
か
筵
ュ
方
・

か
べ
付
迄
相
済
手
当
二
而
侯
得
共
、
ね
た
張
、
か
べ
付
、
上
筵
只
つ
み

方
不
相
済
候
』
（
「
舎
人
日
帳
」
嘉
永
三
年
十
月
十
七
日
）
、
『
屋
根
筵
〖

壱
人
頼
入
、
勘
次
郎
家
つ
み
方
二
而
侯
．．． 
』
（
同
上
十
八
日
）
。

(

3

1

)

『
去
ル
四
日
神
狩
二
取
得
侯
四
オ
猪
、
今
朝
鳥
居
之
脇
、
西
之
方

秋
山
、
は
掛
置
、
祭
方
有
之
侯
、
尤
社
人
中
屋
敷
、
四
配
分
之
事
』
（
「
舎

人
日
帳
」
天
保
三
年
辰
正
月
七
日
）
。

第
三
十
四
巻
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三
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を
考
察
し
、
小
稿
で
は
社
家
を
考
察
し
た
が
、
な
お
こ
の
ほ
か
類
中
〔
親
族
す
る
。

守
屋
家
を
め
ぐ
る
社
会
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
分
家
や
諸
種
の
下
人

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
今
後
史
料
条
件
の
整
っ
た
郷
村
に
お
い
て
明

郷
社
家
に
よ
る
祭
記
組
紋
に
つ
い
て
は
史
料
の
関
係
上
充
分
に
解
明
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
此
の
部
面
は
村
落
構
造
、
農
民
生
活
の
上
で

も
っ
と
も
小
稿
で
は
村
蕗
に
お
け
る
農
民
身
分
〔
多
く
は
名
頭
圏
〕
の
在

点
か
ら
す
れ
ば
相
当
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

る
と
思
わ
れ
、
そ
の
一
事
例
を
こ
こ
に
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
従
来
藩
政
史

格
の
家
の
も
つ
司
祭
者
的
性
格
は
種
々
の
角
度
か
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ

以
上
蒜
末
期
大
隅
国
高
山
郷
の
守
屋
家
を
中
心
と
す
る
社
家
組
織
を
考
察

し
て
き
た
。
一
見
き
わ
め
て
特
殊
な
課
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
薩
限
藩
の
各

綿
に
お
い
て
は
上
層
郷
士
の
中
に
社
司
1
1
社
家
頭
取
の
家
が
存
在
し
、
そ
の

郷
の
社
家
を
統
轄
し
て
い
た
し
、
ま
た
我
が
国
村
落
史
研
究
の
上
で
上
暦
家

や
村
洛
史
の
側
か
ら
祭
記
組
織
や
社
家
糾
織
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
が
、
地
方
の
統
合
、
農
民
の
支
配
乃
至
村
硲
生
活
の
自
律
性
と
い
う
観

七

隧
摩
落
に
お
け
る
上
層
郷
士
の
一
考
察

本
稿
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
は
守
屋
虹
次
郎
・
守
屋
泰
造
・
守
昆
イ
ワ

〔
後
記
〕

第
三
十
四
巻

第
一
二
号

か
領
主
と
し
て
支
配
し
た
知
行
門
の
農
民
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
小
作
や
貸

付
を
適
し
て
の
諸
家
と
の
関
係
等
も
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
諸

閃
係
の
重
畳
．
錯
綜
す
る
中
で
守
屋
家
の
家
経
済
・
家
生
活
を
明
ら
か
に

し
、
守
屋
家
の
歴
史
的
性
格
を
考
え
、
そ
の
研
究
の
意
味
を
反
省
し
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
守
屋
家
の
個
別
的
研
究
・
微
視
的
研
究
に
究

極
の
目
的
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
守
屋
家
を
通
し
て
薩
摩
藩
農
村
、
さ
ら

に
は
守
屋
家
を
含
め
て
、
わ
が
国
各
坦
域
の
典
型
的
事
例
を
核
と
し
つ
つ
、

わ
が
国
村
落
の
上
脳
の
家
の
生
活
構
造
、
こ
と
に
労
働
組
織
を
明
ら
か
に

し
た
い
し
、
下
人
・
奉
公
人
の
研
究
を
進
め
た
い
と
念
願
し
て
い
る
の
で
あ

る。守
屋
貞
子
・
日
高
栄
子
・
故
守
屋
健
身
・
近
間
実
秋
・
柿
元
イ
セ
ガ
メ
・
柿

元
東
吉
・
河
野
秀
彦
・
新
西
義
蔵
・
下
大
薗
亀
吉
の
諸
氏
よ
り
古
文
書
の
借

覧
．
聞
取
調
査
な
ど
大
変
御
世
話
に
な
っ
た
。
ま
た
、
原
口
虎
試
•
松
下
志

朗
両
氏
よ
り
種
々
の
御
教
示
を
得
た
。
誌
上
を
借
り
て
厚
く
感
謝
の
意
を
表

組
織
〕
や
郷
の
役
職
・
軍
制
を
め
ぐ
る
郷
士
諸
家
と
の
関
係
、
或
は
守
屋
家

九
八

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked




